
4. 5 まとめ

4. 5. 1 外地計画における街路の特徴と忠怨

京城、新点 、H合間浜の占11r!iHl盟から読取 った街路の計 l由1.設計思想をぷ 4 . 

5. 1に示す 。

外地の都市計画おける街路の計画・設計においては、郡 rfiの骨格形成の担保、

街路の Jo'~lll 化、都市の E 制l の形成、 シンボノレ ↑jニの重視 、地 区の中心性の泌 tBな

どの思~J!がみられ 、 すなわち 「 郡市の'白絡として街路空間を引阿 ・ 設計思怨す

る恩怨」が非常に重視されていたといえよう。外地計画は 、新市街地計画とし

ての性絡が強く 、w路を計画 ・設計することによって 、自11r!iをつくるという怠

識がかなり強かったものと思われる。すなわち 、 都市 ~I jiljjを強くむ識した街路

の引阿 ・設計であったと言えよう。

また、アメニティ の担保ゃ;主観的配必に |刻する段々な忠旬、もみられ 、すな

わち 「魅力ある街路空間1を計画 ・設計する思怨 も重視されていたといえよう。

つまり、街路が都市において交 jjjj空間としてだけでなく、人の存在する快適な

空間であるべきであるという認i散があったといえる。

防災(防火)を図ったり、避難空間を自1It1:lする 「非常H寺にも対応できる街路

空間を ~I' lllij・設計する恩怨j は、広幅員街路による市街地の大分割という形で

みられるが、防災に関する記述等もあまりみられず 、それ以外にはあまり顕.d

ではない。
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4， 5， 2 外 地 計画における街路の計 11司・設計思想

まず、前提条件として 、外地の訂!出iは新 d1街地計画か、市街地 の llii苦悩tJ I阿

かということについて触れる 。 以城 の計画はもともと漢城がf了在したわけであ

り 、市街の拡大はしたものの越本的 lこは市街地の再整備計画と 言 えよう 。 新 J~t

については、長春の満鉄付属地の計画が本研究の対象的 j到の少し以前に行なわ

れているが、ほとんどが新 rli街地Hiihjであり、 n合爾浜ではロン 7 時代の訂 Ilfijも

あるが、 Hi函I或が著しく拡大しておりその計凶jJ止のほとんどが新 rlJ街となるこ

とから、やはり新市街地Hiiliiと言 える 。以下、分析の視点に沿 って、布袋を進

めていく 。

(1)街路網配置計画

a ，国1市の秩序つけ

まず街路バターンについてみて い く。

新京の計画に先立って行なわれた長谷の満鉄付属地の自|問では、街路網構成

は格子状に斜路を加えた街路 パ ターンとな っていた 。 これは市区改正計画など

ではみられない街路パターンであり、この計画 lこ先んじてみられるのは後述す

るロ y71時代の恰爾浜の計凶iにおいてである 。 満 州 国 の酋都としての新京の街

路網構成をみると、主主主な広幅i二i街路(表通りクラスまで )が、広場をつなく

形で級品j状に配置され、広幅員街路の周囲の街路はその申曲線に沿 って絡 F状に

配位されている 。 つまり、主要街路は波数の広場を中心とした絞抜の欣射状の

街路 1¥7ーンを持ち、その広幅員街路を申dl線として格の低い街路が配位されて

いるという街路網構成とな っているのである 。格 の 低 い街路どうしの傾きの児

なる格子の援する部分については公閣が配置し処埋している湯合もある 。 新市

街地訂闘であるからこそ思い切 った街路パターンがとれたものと思われるが、

形態としてはベック 7 ンの官庁築 I~] "1' jilJjと同系列のものと 言 えよう 。

;;1城の Hiiliiでは 、設も早い 1926年の第 l次の計画では交」差点に円 Jf;もし
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くは矩形の広場を設け、絡子状に斜路を加えた街路パターンとな っている 。 し

かし、 19 2 8年の第 2次gf岡では斜路はわずかに 2本となりほとんど絡子状

の街路ハターンとなり、 1930年の第 3次計画では知外部の特殊な部分と r*i

大門付近を除けば格子状の街路パターンとなっている 。Jl!tに淡城という市街地

が形成されているとはいえ占領地の計画であり、当初はかなり自由に満鉄付属

地の流れを組む裕子状に斜路を加えた街路パターンとして訂阿したが、結局 j況

にかなり集約した市街地の再終備計画という I111;j'{.J条件のもと、既存の街路の鉱

幅を Eとした、市区改正から刊行1¥復興へとがtれる格子状の街路パターンに続行

いたと解釈できょう 。

恰爾浜のロゾ了時代の計闘の街路網構成は、格子状に斜路を加えた街路ハタ

ーンとな っている。直接の影響があったかどうかは定かではないが、形態上は

長春の I品欽付属地の引肉、さらには京城の第 I次計画と問機のものであるとい

えよう 。 満州問となってからの恰爾浜の街路網構成は 、 興満大路を唱曲線に !l~ え

た細長い絡子状の街路パターンとその南 }Jの絡子状の街路パターンが組みあわ

さったものであり、この両者がやや傾いた関係にあるとはいえ、基本的には格

子状の街路パターンであ ったといえる 。満州国時代の 11合爾浜の街路網配iEはロ

ン 7 時代の計阿を踏襲してはおらず、 uH~ の関:iiliは i明らかではないが、形態上

は市区改正、帝都復興の流れをくむ、絡子状の街路パターンであ ったといえよ

つ。

次に街路の|階層数についてみることとする 。

新京においては、執政府に突当る幅員 60 mの同抜きjj)}り(11回天大笹川、中

央に高速度 'II線を抱く幅員 45 mの交通幹線、幅員 18mのぷjj)}りクラス、そ

れよりもやや幅員の狭い辺通りクラス、突抜き路地のような形態の街路の 5段

階の階附椛造の街路の存在が計画図より読取れた。

京域における街路の階層構成について、第 2次計画図と第 3次計画図をみる

と、京城駅から朝鮮総管府までの最大幅員の rl!左き通り 、市街を大きく分割す

る幅[124-28m (1 2-15間〉程度の表iillりクラス、その泉通りにあた

る幅員 12-15m (6-8問)の街路の 3段院の階層構造の街路の存在がわ

かる 。 この幅員以下の街路については、これらの計画図をみる限りでは明らか

でない。
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恰爾浜においては、幹線街路についてみると、新駅と γ ピ y クセンターを結

ぶ幅員 10 0 m (興満大路〉の目抜き通り、ロユ，/7時代の旧市街と ν ピ yクセ

ンターを結ぶ幅員 10 6 m (iilii近街)の交通幹線、幅員 40 mと幅n2 5 -3 

o mの 2段階の表通りクラスの街路が作在した。また 、特殊街路として幅員 1

20mクラスの公園道路も存在し、全部で 5段階の階層階造の街路が，;11同され

ていたことがわかった。

解釈に使用した図面の制度が必ずしも一致していないため 、 概に比較はで

きないが、交通幹線の存在が、京城において明らかではないが、 Ij抜き iillり、

ぷjffiり、裏通りという街路の絡は存在しており、新京と恰爾浜では交通幹線と

しての街路も存在していた。 *IUii'i路に至る部分については l明確ではないが、干行

部復興と問機の街路の格が宅一えられていたとも与えられよう。

b 都市の分割

点城の第 2次計画 、第 3次計阿をみると、京城釈から朝鮮総督府に至る広幅

員街路と表通りクラスの街路(幅員 24-28m)の街路によって、 T下型に

市街が大きく分割されている保子がわかる。街路整備にあたっての記述の中に

も防火に対する配慮が記述されており、広幅員街路によって市街を分割し、部

市の防火を図るという考え }jが作在していたといえよう。

新点 、恰爾浜については広幅貝街路や緑地によって市街が大分古IJされている

ものの、防火に対する特別な記述もみられず 、広幅員街路によって dii.liを分割

し、郡市の防火を図るという与え Jjのff.在は I別府iとはならなかった。

新点、 l冶爾浜については抜本的には新市街地の整備であり、防火ということ

は吋然のことでありわざわざり]文化していなかったとも考えられるが、事者の

調べた限りでは 、 帝都復興にみられる、広幅員街路によって市街を分'，~IJ し、郡

市の防火を図るという考え方は 、市街地の再整備計画である以城においてのみ

明確であったといえよう。

c ，郡市の顔づくり

新京の計阿に先立つ長春の満鉄付属地の計阿では 、駅前に広場が笹 uiiJされる

とともに駅前に最大級の幅1"lをもっ街路が西日立されており、駅を焦点にもつ日
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依き通りとして計画されていたと考えられる 。新京においては、執政府に突当

る順天大 lijは満州国の首郎の執政府前の街路として 、 目抜き通りであり γ ンボ

ル性の強い街路であったと与えられる。執政府は平面図上ではIi回天大街の焦点

に位位するように自己世がるためられている 。lilii天大街はそのンノンドノレ性を保附す

るように中央に遊歩道をもち 4列以上の並木をもっ横断面椛成となっている 。

また 、新)7-駅から 、I荷鉄付属地をt左け r¥'ijに延びる大同大街は交通幹線としての

性格が強かったと考えられるが、中心部に大規模なロータリー形式の交差点広

場(大同広場)をもち 、新」瓦の中では 格 のr¥占い日政き通りにちかい表通りとし

ても位置付けられよう。計画のみに終ってしまった東新京駅付近の街路は放射

状に駅を焦点、として持つよう計画されているが、これらの街路はIi頂天大街に比

べて絡は議ちるものと考えられ、幹線のひとつではあろうが目抜き通りとして

位置付けられていたかとうかは明らかではない。

京城における京城駅から朝鮮総督府に至る広幅員街路は、 niiiQ3のようにその

広幅員であることから防火辺路としてのt1:絡ももっていたものと思われるが 、

やはりこの広幅員街路は非常時の役割よりは、駅から最も象徴的であるべき場

所すなわち切鮮総管府までの日後き通りとしてのゾンポル街路的な性絡が強か

ったものとJ!;えることができる。この;;1:城における点域駅から籾鮮総督府に至

る広幅員街路は行止まりの形態であり、広域の交通幹線としての役割はほとん

どなかったといってもよい 。後述するように、この広幅員街路は象徴的住造物

を焦点におくビスタ ・アイスト y プの述絞;止観を構成しており、都市の主 'Truを

形成するとともに 、街路を γ ンボル化していた。また、この街路の 構造が 、 も

う一面で象徴的態造物のゾンボノレ性を強化していたとも言えよう 。 また 、表i湿

りクラスの街路は広域の交通幹線としての役割も担っていたものと考えられる

が、その中で特に鐙路から東大門通りは、 t葉城時代の鐙路を拡幅したものであ

り、求通り的性格 が強かったものと思われる。

ロン了時代の恰簡浜の計画では 、 駅前通りの申立占街 、 大凶 ltí はその交}，~~のロ

ータリー交差点の中にたっ中央寺院を焦点として持つ目敏き i湿りとして計画さ

れていたと与一えられる 。特に申立占街は駅も焦点の位置にくるよう配置されてい

る。恰悶浜においては 、新駅とシピックセンターを結ぶ幅員 10 0 mの興 1前大

路は新市街地中央部の新駅に尖当る目抜き通りでありシンボノレ性の強い街路で
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あったと宅一えられる。興 1高大路の両端、新駅と 、 シピ y クセンター側 の官庁

(市公署)はいつれも平面図上は興満大路の焦点に位置するようその配fi1が決

められている。興満大路は、公園道路としての性格をもっ 120m の広幅只街

路と同級街路図施設道路と名付けられ、公|却を中に含む構造とな っていた 。 中

央部にも並木があったようである 。

目抜き辺りは、長春の満鉄付属 I山、ロシア時代の恰爾浜、新以、京城、 H合間

浜のいずれにおいても存在していたといえる 。すなわち 、 いずれの訂耐におい

ても街路を持 って都市の顔をつくるという思怨が存在したと A考えられる 。

また、いずれの目抜き i湿りについても 、人間の視点からどの織にみえるかは

別として 、平面図状ではその目抜き通りである街路の焦点になんらかの象徴的

建造物(駅、官庁など)が[立立するような申IU線構成がとられていた 。特に駅前

通りという目妓き通りについては 、新j;:tの計画でこそ日月維ではないものの 、 い

ずれの訂 l向でもみられ、ベ y クマンの宵庁集中計画 、南部復興計図と 16J憾のも

のと考えられよう。

(2)幹線 ・目抜き通り設計

a.焦点の配慮

新京の計画に先立つ長谷の満鉄十tl;J!， 1也の計画では、駅前通りの日政き通りの

焦点に駅がくるように計画されたと与一えることができ 、焦点に対する自己 "s.'を読

み取ることができる。新京では 、街路の端部 lこ駅や執政府なとの iU妥施設がく

るように広幅員街路とその施設の配白が考えられ 、焦点を重視していたことが

わかる 。特に大同広場では予怨図 l枚であり実現していないので明確にはいえ

ないが 、交差点内に塔上の佳造物がH[固され 、 これはビスタ ・アイスト y プ景

観の実現を考えていたともいえる 。 しかし 、執政府前の 11回天大街をみると中央

に大豆に植樹された遊歩道をもっ締造となっており、執政府をアイスト， 7と

するビスタ ・アイスト y プ景観の形成からみると矛盾した横断固情成とな って

いる 。 この 2点を考えると 、 どの段皮ビスタ ・アイスト y プ景観の形成を与え

ていたかは疑問である。

京城における京城駅から朝鮮総管 f(Jに去る広幅員街路は 、象徴的な ill造物の
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位置で 2回屈曲し、京城駅から南太門、 l拘大門から京城府庁、点滅If.fl-rから朝

鮮総督府の 3つの部分に分節化されるとともに、南大門、)7-城府庁、朝鮮総督

府がそれぞれの部分の焦点に位位するように配置されており、ビスタ ・アイス

卜 y プの述続長観を 構成している。

ロゾア時代の日合爾浜の ~I iffii では駅前週りの事立占 i釘とそれに直 f~J に ~Æ する大

正i街の目抜き通りはその交点のロータリー交差点の中にたつ中央年院が焦点と

なるように計画されていたと与えられる 。特に事立占街は駅も焦点、の(立自にくる

よう配置されている。日合爾浜の興 j前大路は両端が駅と rjJ公 15. であり、平面[~か

らだけみるとビスタ ・アイスト y プJ1観の形成を考えていたようでもある 。 し

かし、前述したように中央部にも、脱水があるようであり、ビスタ ・アイスト y

7景観の形成からみると矛盾した横断固構成であったようである 。 γ ピ y クセ

ンター内部に着目すると、各街路の焦点、の位置に公共の象徴的 ill~転が配白され、

焦点を重視していることは明らかであり、いわばビスタ ・アイスト y プ砲の長

観を形成しているとも考えられる 。

ロゾ 7時代の l冶爾浜の計岡、長イ下の I品鉄付属地の計画においては、駅を[-[1主

き通りの焦点、として披っており、これはべ y ク7 ンの官庁集中計画、帝ll1l復興

と同憾のものといえよう 。

京城の計画では官庁系の ill築物(京城府庁 、朝鮮総督府)を焦点として扱っ

ており、これはベ y クマンの官庁j，Q中計画における国会議事堂と問織のものと

4・えられよう 。

ロシ 711!i代の恰爾浜の計凶、ボ城の:Hu!!iでは象徴的建造物(歴史的ill遊物 、

碑、寺泊などを指す 、 この場合はそれぞれ中央寺院 、南太門)を焦点として扱

っている 。 これはベック 7 ンの官庁集中 ~HIíjにおける li~l! と同慌のものとイ号えら

れよう 。

新京、居合爾浜の計画においては、平面図的には官庁系の佳築物や駅なとを焦

点として扱っており 、焦点に対する配10.の存在は伺えるものの、その焦点に位

置するものを街路上から不可視とするような街路の締造(中央に必本などの挺l

裁がある等)となっていることから、疑問であるといえる 。すなわち、新点、

日告爾浜においては焦点の配舷は伺えるものの、どこまで配慮していたか疑問で

あるということができょう。
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b. ー体設計、連係設計

新京の ~I'I函に先立つ長番の満鉄付属地の引[函においては、特に他の施設 士事と

一体的に街路を設計した 一 体設計はみ られないが、他の施設の存在もしくはそ

の設計に配慮し連係的に街路を設計した述係設計については、駅前に駅前広場

が整備されるとともに 、駅を焦点、とする円抜き通 りとしての駅前通りが盤備さ

れていることから、駅との連係設計があげ ら れる。新京の ~I 削においては、必

ずしも設計レベルの問題ではないが、放射状の広幅員街路を '1'111線とした傾きの

異なる絡子の接する部分については公園を配i丘し処盟している場合もみられ、

いわば公幽との一体計画ともいうべき公凶との一体性があげられる。また、広

幅員街路の端部に富庁系の ili築物を始めとした重要施設が計画されており、重

要施設(官庁系の ili築物)との述係設計もあげることができる 。 また、大同広

場などの周辺には公共佳築が計画されており、 t主築を広場と ili係させて行一える

ことによ って、広場を y ンボル化するという宅一え方もあ ったともいえよう 。駅

については、東新京駅の計画と同時に駅前の放射状の街路が計画されており、

駅との述係設計もあげられる 。

京城においては、他の施設等と 一体的に街路を設計した 一体設計については

あまりみられない 。他の施設の存在もしくはその設計に配館し述係的に街路を

設計した.iili係設計については 、京城駅 から朝鮮総督府に至る街路が 、南大門、

京械府庁、朝鮮総督府を焦点とした、ビスタ ・アイスト y プ景観の連続する目

抜き通りとして整備されていることから、駅、歴史的 ili造物、官庁系の建築物

との述係設計が存在していたといえよう 。

恰爾浜においては 、口販さjj)jりである興満大路は両端に駅と市公平寺を持つ形

として同 11寺に設計され 、またゾピ y クセンターが官庁系 のili築を含む公共の ili

築と同時に計画されている 。 しかし、他築と 一 体とな った街路景観の形成を図

ったというよりは街路の焦点、の位置に駅、官庁系の建築物jを配位したのみであ

ると解釈する方が妥当であり、 一 体設計というよりは、 ili係設計とよ ぶべきで

あろう。したがって 、恰爾浜においては、駅、官庁系の辿築物と の連係設計が

あったというべきであろう。さらに 、日合爾浜の建築規則ではそれほど広幅只で

ない街路の沿道の総築物の品さは D 11によ って規定されており、また街路拡
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幅のための悠築物のセ y トパ y クの規定もあることから、建築に規制をかけ、

建築物を街路に連係させて街路氏観を椛成するという考え方があ ったものと思

われる 。

まとめると、長春の満鉄付属地の ~I 阿においては、駅とのi!l!係設計、新 J;{ の

計画では、公園との一 体計画、官庁系の ill築物、駅とのi!l!1弔設計、点以では、

駅、歴史的建造物、官庁系の ill築物との連係設計、日吉爾浜では、駅、宵庁系の

建築物とのi主係設計、悠築の規制による処築のi!l!係設計があげられたわけであ

る。

駅との、述{系設計については帝郎復興にもみられるものである 。'i'jj.1lI1ill興で

みりれた、橋、橋詰広場との 一体設計に ついては 、この外地の計画ではあきら

かとはならなかった。

c 道路 9)!I内の鼠観設計

新);{では、 65 m、 45 m、 26mの街路の横断面図からもわかるように、

4列もしくは 2列の並木が設けられており、立主木による街路宗主11の演出という

考え方があったものと思われる 。11'j路を横断I方向に 5つもしくは 3つの部分に

分割し広幅員ゆえの冗長さをカパーしていたとも考えられる。 ぺ列illiAは緩i車

'11道をもっ惚断面織成とな っている 。街路の格を複断面の横断面構成で表わし

ていたと唱えられる。また、 lilii天六街のように遊歩道を中央に設けたり、歩道

端に並木を設けたりと、歩行者空間を歪視していたことがわかる 。 また、ロー

タリー交差点形式の広場は単なるアイランドではなく公図として整備されてお

り、!広幅只街路上に小公閣を設けるという 観点、でアメニティにたいして配応し

ていることがわかる。また、このロータリー交差点は街路を制Ii線Jj[OJに分節化

し、広幅員ゆえの冗長さをカパーしていたとも考えられる。新京では、満鉄付

属地における新京駅付近でも、 rn街東部の新駅(東新京駅、実現はされなかっ

た)でも駅に対して比較的広幅貝の街路が以射状にとりついており、駅前広場

も大規模なものが計画されている。駅を彼数の街路の焦点、として身えていたと

同時に 、釈及び駅前広場を街路網の原点として重視していたも のと思われる。

点城における京城駅から朝鮮総管府に至る広幅員街路は、象徴的なw造物の

位置で 2回屈曲し 、京城駅から仲j大門、南大門から京城府庁、 J;:t城JN庁から羽
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鮮総督府の 3つの部分に分節化されるとともに、南大門、点城府庁、朝鮮総督

府がそれぞれの部分の焦点、に位置することによって、広幅員街路ゆえの'11調さ

をカパーしている。京城では rc{<j大門ー箇所であるが、前述のようにロータリー

形式の交主点、とし街路呆在日にアクセントをうえるとともに、そこに値樹をなし

(ここでは 1将大内の存在が大きいが) 、交庄工目、広拐の景観にも配慮している 。

また、交番、電話ポ y クスを設け、小公図的に笠備し、アメニティ機 iì~ に対し

て配慮している。第 l次計画では 、市街地の中心部、鏡路・京大門通り上に矩

形の交 jjJj的にはよく色、 l沫のわからない大規模な広場が計画されており、当初は

この広場によって地区の中心性を演出しようとしていたとも与えられる。

恰爾浜においては、幅員 I0 0 m以上の広幅員街路(iI抜きjj)jりとしての幅

員 10 0 mの興満大路、交通幹線としての幅員 10 6 mの通道街、幅員 12 0 

mの公図道路)は 、いつれも街路施設図道路と名付けられ、公図道路としての

性絡をももっている。すなわち、広幅民街路内にいわば公|羽ともいうべき広幅

員の値樹併を設けることによって、広幅員街路ゆえの冗長さをカパーしようと

していたと与えられる。しかしながら、街路内の植樹によって広幅員街路が一

本の街路として認識されない湯合があることや、沿道のiJ!築の 145さがたりない

ため、どうしてもしまりのある空間とはならないなど、 I0 0 m以上の広幅只

街路については冗長さが十分カバーされているとは考えられない。日吉田1浜の新

駅には、ロータリー形式の駅前広場が計向されているとともに 、そこには市街

地の軸線である興満大路がとりついている。詳細はわからないが、駅及び駅前

広場を 1]悦していたことがわかる。また 、 ゾピ y クセンターの中央にはロータ

リー形式の交差点が設けられており、地区の中心性を演出していたとも巧えら

れよう。また、白ij述したように、目白爾浜においては 10 0 m以上の広幅ni1i ~告

は街路施設図道路と名付けられ公園道路として計画されており、中 lこ遊歩道の

大規模なものともいえる公園を含む構造となっている。特に、幅員 I0 6 mの

通道街はロシ 711寺代の旧r!j街とシピ y クセンターをつなぐ炎迎幹線と考えられ

るが、辺道街は、豊包な植樹，日?と、疾行，Ii近、緩行事道路面屯帯、前庭緑地を

含む構造となっている。-11，木というよりは偏見の広い植樹椛によって 、街路民

観の演出を図っていたと身えられ、また、歩行{jの快適性を含むアメニティに

配慮されていたとも考えられる。
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(3)アメニティ街路

新京における 、!順天六街は 、中央に 16m もの幅員をもっi些少道を含む防断

面構成となっている。また、 l冶爾浜については I0 0 m以上の広幅員街路は街

路施設図j且路と名付けられ公園道路として計画されており、中に遊歩道の大規

模なものともいえる公園を含む椛 造となっている。それぞれ、 口抜き通り、交

通幹線ではあるが 、 いづれもアメニティ街路の系譜上にも (立i泣付 けることので

きるものであるといえよう。特に日合間浜の通i草街についてはその中に騎馬道も

含む横断面椛成となっており、明治神宮関ill街路のうち 、内外苑述絡道路と A

通するものをもっているといえる。
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5. 1 法令関係

昭和4年lonに始まる世界的恐慌の影響を受けて 、 日本もたちまち経済不況

(昭如恐慌) ，こ陥った。 H円相 6月に勃発した満州事変を契機として 、わが匝lは

アジア大1壊に向けて原料市助獲得に乗り出し、同防体制の強化を図り、'if!fliii拡

張にブJを入れ始めた。この結 果、 経済界は市;日張気によって以を吹き返し、戦

争を拡大して他民地を増やすことが 、産業興隆につながるという図式が出きあ

がった。このため 、中国をはじめ 、西欧諸問とも厳しく対立することになった。

昭和 12年7刀には日中戦争へと鉱大するが、周年 10月、防空法の公布により、

防空 ~I 闘の策定と実施が行われた。防空法は 2 2箇条 、情1i":l，胞行令は 17箇条

よりなっている。その 概 要は、平時における防空の準備として防空計画の設定

と、防空訓練に関する規定、ならびに有事のi擦における防空の実施上必'!，gなる

規定とに大別できる。防空il!'[亜の主な内容は、大緑地の設定計画 、消防器具 ・

機械の配置 ~I 問 、 疎開計画、 ffi 物の分散疎開 ~I' [ilij等であった。袈年昭和 13if4 

月 l 日には 、 国家総í[!J)w i"j;が公布され、戦時体 tl~ll のもと 、 同民生活の全てが統

制されていく。 IIH相 13年には rlJ街地建築物法が改正され、昭和 14年には防火i.!1

築規日11が制定され 、一定の湯合 lこ木造家屋の耐火繕造化、鉄筋コンクリートの

屋根の耐抑構造化等を義務付けるなどのJ告白が行なわれた。また 、昭和 15年に

は、防空体制強化のため 郎 市計画法の一部改正があり 、第 l条の都市 1，1[ilijの門

的の中に 「防空 」が加えられ、従来道路だけに認められていた郡市計画制限が、

防空緑地の必要上、公園 ・緑地 ・広場にも i歯周されることになった。このよう

に防空の観点から各種の郎 l行計画制限または ftl闘が行われることになった。同

年 9月、国土 ~ I iilli設置要綱が決定さ れ、 次いで同土全 体の合出的利用をめざす

産業 ・文化 ・人口配分を含む総合的土地利用計画が発表された。昭和 18年には、

都市計画法及び同法施行令に戦時特例が定められ、また市街地ili築物訟も戦時

特令により、工業地域以外の斤Ji金規制が休止された。

また、第 2 ~!の街路構造令の解説の部分でもでも述べたが、街路情造令は、

昭和8年(1933年)の都 ilJ引阿法の改正で 、街路計画標準として 、都市 HI朗法
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に取入れられることとなった。すなわち、街路の ~I 画、設計についての法的法

準は帝都復興の時代と同じものであったわけである。
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5. 2 戦時 Fの都市計画の概要

5. 2. 1 新興工業団1r!jiHi函の概要

都市への人口集中と既成工業地域への工場の累積とがもたらした防空防火ヒ

の弊害に対処するため 、図上計画的見地から、旧i湾海軍施設、軍司J工場および

関連施設整備に要する大規模な土地の供給を目的とし 、 さらにそれらを中心と

して区画盤i盟手法により新 rlj街地を造成しようとした。これがいわゆる軍部盤

備事業もしくは$Ji!!'l!工業都市桜備事業といわれるものであり、昭和 15年度より

国庫補助の錯置も採られている。新興工業剖1i!jは昭和 15年で全開 16都市 、土地

区画整lill面積は l万2875haにのぼり 、昭和 16年にさらに J7都市が追加された 。

その代表例は広(姫路市郊外、 99J h a 、円鉄広畑l工場の立地)と 、相模原 (J，5

94ha、陸軍兵(，~の立地)であった。(ぷ 5 . 2. 1 参照)

新興工業r.!l市計画は 、規伎が大きいため、住区鹿論が適用され、関係工場敷

地および人口集積を考慮して区域を決定し、事業の性格に鑑み、郡市計画法旧

第13条により府県または rn11町村が事業主体となって土地区画媛盟事業を施行す

るもので、時局がら特に防空防火に重点をおいている。このような新興工業郎

市計画の ;l~~ は官庁プランナーにとって白紙の状態から実際に都市を自rl り上げ

るニュータウン建設という初めての経験でもあった。
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表5， 2， I 新興工業都市土地区画整理事業一覧

J 肝 M:f'.i 四郎1;ι| 地疋名|回目 I，~昌平}~ I主冨 山 立 I1. ヨE

付荒川県 制限岡山 111 四日 15n9S 4 
問 1"'-25年 a市民~'1;ùi;1i l口耳問眠、I'li

大 N ili 大 111 60。 18-35 iR行抽出;Ii工U IB'.!!f.lli，♂~;;G 

t.t ~ M ;l~ rll ni 虫、 111 9J:! 16-25 中山R口t:'l

" I>t ~I n 立市 多 li 10' 16-0予定 nroll下Ni 18i!ir.1民ードli
E 知目1 n J1[ iJi E 111 545 16-日 出，/i工師 旧市lilli"~li

Tt fl Jr. i1i n fl :11' 95 16-出 jjj'，/;エム:li.Mi古凶
:. 111 司l

'" 1'1 2:20 13-:?l トヨタ向日J市工主

三!E /，1 四回目市 ~ IN 518 14-訂 j!Jiti巴れ哨

兵I;;i 1，¥ 恒路市 [!: 991 i手-:15 日本自民 IOi!i関係!I')'!
山口!，¥ 先 記 1，1 ! 71 17-35 iW&i工M IG'， !il~lt.q;~It~ 

先 208 15-32 

宮I>t 1，¥ j.rn¥.r } ii !ri 15 18-:?1 

昨日府 ::i! j;'; ili 65" 16-

1;岡 山 山川町 jlji 111 ".17 16-35 IHγー〆， 11立11Il:Jli !日市山県、1'.11
尚 昆Iili ?; 11 b;1 <tiO 17-J~ '"市工凶，AJl¥iNli凶

11玉!.l 川口市 I11 ロ m 15- 組合にひ'>1

富山凪 官山市 iU岩出 J&; 

育 耳 目 λ 戸市 八戸工芸地帯 391 旧耳問時事~

同山凧 岡山市 日 浜 99 l a.- ~2 I .0白出口.立川R行ほ 旧市開ii'，'~;定
10:[( 山 ~I 和:u:山市 t司 副 z1 17-<4.5干 佳主主1"工芸

長 Il /，l 住 Ifr!t;H 相 jln 2。 18-ー訂 iSft図

大 11'i)i 大 H 2:J 18-25 I IE市工収.民主草地

川川町 111 ~1I 2却 19- 1 

lt I 2:J日~日|
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5. 2. 2 相模原の軍胡w阿の概要

~1 隆 l出座間町に昭和 12年 l健軍土官学校の移転を契機として 、 同部新磯村、相

原村、大野村の地域(現イ上の相模原市)に亘り陸軍第三病院 、陸軍兵官官'下校、

相撲|陸軍造兵廠等の諸般の重要軍事胞設が相次いで設立されるなか、:i1!'rc産業

の沸腕的flHIf1に伴い相 似日立地方の急激な発足芸が予想された ~p ;j号川 ~~は 、 「近キ

将来ニ於テ人口十万以上ノ都市/出現ヲ見ノレベキコトハ必至ノ t，'j勢 J (提案忠

由)と判断し、 一主IJの猶予もなく軍部他殺事業実施にふみきる方針を固め、 IIH

和14年l立に入って相模原郎市計画(相模原剖IrlJ建設区間務理官業)を決定した。

事業内容は 「 相模原兵~~製造所 」 を中心として 、 高Jili llll 大野 市I ・ 4日原村 ・ !こ

満町 ・大沢村の凶ヶ IIIT村にわたる地獄 5.353， 000坪 (17.696m') の区域にわた

り昭和 14年度より同 20年度にわたる 7ヶ年継続事業を持って施行しようとする

ものであった。即ち道路、公園 、下水道等の新設計よ築事業並に街廊宅地主IJの新

設整正事業を河然統ー して胞行すると共に合わせて 、官公街、学校用地の保留

をなすものであって、これが事業 't'l5，750，000円を安し 、財源は県債 、国五!iIIIi 

助金、以 'l'1hfi充金および上地売却代金を以ってこれにあてるものとした。

相模原T官邸建設に対して並々ならぬ熱&:と努力を傾けたのが 、神奈川県郎市

計画課長野坂4目立日であった 。氏は大正 12年東大工学部土木工学科卒業 、当時 40

歳前後の気鋭の士で 、実際に相模原を幾度も訪れ 、軍制1の11::みの親として活路

した。

と乙ろで 、計画の初JUJt訴は地元の各町村で反対の動もあったが 、相模原兵{ffi

製造所長波辺中佐なと軍人の 「いかなる犠牲を払っても軍部と共に行動し 、利

害を趨越してご奉公の 一端をつ くしていただきた L、o !l!U~TI を 11 11 し切るところに

ご奉公の芯 l床があるのではないか 」 との発言により、 「ごノE公」 この一話に返

すことばもなく、押し切りれた形になってしまった。

相 j草原部 rlJ~ 設区画整1m'JJ業が軌道にのるとともに 、当然おこってくるのが

合併問題であった。表面にはあらわれないが 、軍部が新しいiI!都建設を JUli寺し

ていることはいうまでもない。区画整理地区とその周辺を合めた八か町村、す



資料5 新聞にみられる新和筏原町の概要
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なわち相原・大野 ・大沢 ・田名・上溝 ・麻i，Y/.新磯 ・座間の 1町村長のあいだで

協議会が聞かれたのは昭如 14年 11月 18日であった 。 協議会は県庁地方課長室で、

八か町村長と県庁関係部課長が出席して 「相模原軍部位設:i1!絡委員会」結成の

下相談が行 われた 。相似原'ifimH主設連絡委員会の第一 回総会は、予定よりやや

遅れた 11月11日午後、県庁 三階の第二 会議室で開かれた。同日寺に規約や予nが

決められたが、事務所は県庁地方課におき、委員は安岡県総務部長以下 51名で

あった 。 こうして相模原市部llJ!設連絡委員会は発足し、合併運動の中心とな っ

て活路した。キT余曲折を経て、昭和 16年 4)J 19円天長節の佳円 、二 町六か村は

合併し 、ここに而積 108.71km1、人口 45，481人の、 UI[としては日本辰大の相模

原町が誕生した。 i横浜貿易新報」 は 「新興'ifillll相模原 11町、けふ力強き産声を

挙ぐ Jと第一面ト y プに四段ぬきのみだしで、新相模原町の概況や、合併の経

過を掲げている。(資料 5. 1 参照)

ー方、相模原都市i!1設区岡t監理事業は、起工 4 年 足らずで翌 16年 12月に太平

洋戦争が勃発し、その後戦局が苛烈になるに従い物資、労ノJすべてに不足を来

し、事業の進行を阻んだ。昭和 14年度から 10年度まで七か年で事業完了という

当初の予定 は延期を余儀なくされ、昭如 10年 11月の県会で、 13年度までの期間

延長が可決された。

さらに昭如 11年 11月段地調整法ならびに臼作段創設特別t首位法の実施に伴い、

唯一の 財源たる替費地まで!災地の対象とされる気運にあ って 、障害 lこ突き当た

った。そこで 11年以降は街路の路面工事も 、排水工事も、公園工事もすべて中

止ということになり 、換地処分その他の完了事務に主力を注ぐことにな った。

その問も待費地売却問題について関係省聞で協議が続けられたが、 23年 l1rJに

至り 、段林省 .~主設省 ・ 県民地部 ・ 土木部四省の協議会が I)fll在された 。そこで

区画笠思施行中で換地処分前の借地は、現況が段地であ って も段地買収計阿は

成立しないことが確認され、満二か年間対立していた段地部 ・土木部の見解も

ここに円満解決をみるに至った。さらに地元民地委員会との協議により 14年4

月覚書 を交換し 、事業財i1hiの見通しもっき、換地処分事務も進行し、昭和 15年

4月県営相模l京都市i!1設区画盤J1HI工業は完了したのであった 。
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5. 3 防空郡市計画における街路の特徴および思想

5. 3. 1 基準、論文等に見られる街路の全体的計画 ・設計思怨

当時の論文"によると 、防空都市HiilIJにおける街路関係の設計の身え }jは以

下のようである。

①交通胞設敷地計画においては、幹線道路は悠築敷地を通過させないで、そ

のslI)iIiiを通過させるべきである。

②新しい 都市に大停車場を 一つだけ白くこと、及ひ多数の停車場をt1i近して

配置することは高度防空の見地より illiくべきである。

③主要停車場は特に空襲目標とされがちである 。したがって旅客停市場付近

の佳築物は密集しではならない。むしろ停車場の前には広場即ち防空地，貯

を置くこが望まし¥， 0 停噌助及びその他の歪要な交通施設(たとえば港湾

設備)はできるだけ建築地帯より iさくに設ける必要がある。

④増加する交通量を考慮して幅員を広くした幹線道路、及び建築地域開発の

ための道路は建物が倒壊したl療にも交通を妨げない程の幅員とすべきであ

る。

⑤前倒1)にlli物 のある 道路の幅員は、車道(約 5.5m ) と両側の佳秒jの白iさの

合計を .}f;Jf!.して計算しなければならな L、。それによって建物が破域した際、

451立の角度から家の破片が泌ちて来る場合にも交通の安全を保つことがで

きる 。住宅地域においては道路の幅員をそれ以上に広くすることが望まし

l、。

1) j主点!行政調査会編 、空襲と都市 ~ l 園、第 32巻、第 2号、

P.I17-P.151、1941年
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5. 3. 2 相模原軍部;]1画における街路の計画 ・設計思怨

市役所]IIj通りに着目し、そこから読取れる計図 ・設計恩旬、を以下に示す 。

(1)基本的要素

a .街路パタ ン

図5.3. l'こ示すように、街路を格子状(当時は帯状と呼んでいた)に配

置している。また 、近隣住区的な iJj路のパターンを係用している

情状のバターンを 採用 することにより、街路がー カ所に集中することを避け、

空盛時に対する都市の機能の維持を考えたものと読み取れる。

また 、近隣住区的なパターンの 与 え}jをt1iJlJすることにより、防火の思:也が

読み取れる。

これは、当時の文献 "に、 「放射状郷市に比べ帯状都市の防空都市iil同上の

有利性」という記述があり 、防空を勾 /:!{f， した街路パターンであったとJ5えられ

る。

また、当時の技術者の懐古録"に 「相悦原は近隣住区の考え }jをt1iJ1Jした

という記述があり 、これは近隣住区の与え方を、区画された防火付1:に図まれ、

中心に学校等の避難空間を 備え たFcll;¥11的dll市と拡大解釈し採用したものと考え

ることができるロ

ところで、現在の都市計画上 “帯状郡市" という 概念は、 図 5. 3. 2に示

すように、職住の機能を並列に配置するパターンをいい 、こ れはまるで ‘金太

郎飴'のように、どこを切っても(空襲により破壊されても)機能が全体的に

は麻簿しないのである。

.防災機能(防火)

・紡空機能

b 怖の))1なる街路の配置

liijl[j図 5. 3. 1から 、以下の織な絡の 72なる街路の配置を託収ることがで
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図5.3. 1 相模原街路図
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図 5.3. 2 帯状都市(スターリングラード)
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きる 。

交通幹線としての役割の大きい国辺 I6号、交通幹線としての意味も持 って

いるが兵穏廠の前の道としてのシンボノレ性も持ねている rlJ役所前iillりの、 2;js;

の広幅只街路が、市街地を大きく 4分別するように卜文字に配也されている 。

ζの2ノドの広幅員街路を基本として、紙ね矩形(短|冊状)の街路配[泣とな って

いる。ただし 、駅には 3本の街路が取りついており 、そ の周辺は放射環状的な

街路配置となっている。駅に取りついている街路のうち、駅に直角に~当る街

路は中でも最も幅員の広い街路であり 、駅前通 りは表通りとして位位付けられ

ていたものと考えられる。この駅前通りと同程度の幅員の街路として、駅前iill

りの幅員が減じる位置から 、前述 の幹線街路の交点の広場に至る街路とそれに

直交する街路があげられる。公図に突当る通りは通過交通を保 11，申しているとは

考えられず、直角方向の街路は駅に至る街路の 一部分である。また、この 2;js;

の街路はこの部分だけが幅11の広いものとなっており 、この部分 の 2本 の街路

は.l{通りとして位泣付けられていたと1ftiWJすることができる。このぷ ji1iりクラ

スよりもやや幅員の狭い裏通りクラスの街路が、市街を格子状に分割するよう

に配置されている 。 その分割された矩形の区画内をさらに幅員の狭い横丁クラ

スの街路が敷地を短冊状に分割するように配置されている 。 この横丁クラスの

街路は::ili湿りに直後援しない街路もある 。 全体の街路配置について、市街地の

南東部分は、市街地中心部分と 4 5度傾いた形の格子状の配置とな っている 。

C ロケーンョン

図5. 3. 1 (前娼) 、図 5. 3. 3に示すように 、市役所前通 (上溝と兵

2~廠を結ぶ通)を縦の幹線 、同道 16号(新防浜中野線)を慌の併線とし 、 ト文

字に広幅員街路を配している。この卜文字型の幹線道路を基として街却の形態

が決定しているとともに 、 その交法部には大規模な公園が配位されている 。

この卜文下型の広幅員街路の配置から、都市の骨格を形成するという思惣、と、

郎rliを四分割し延焼を防くという防火の思想を読取ることができる 。

この思忽!は震災復興都市計阿にも見られると同時 lこ、そ の後の戦災復興街路

の ~i' ~Iij にも受け継がれることとなる。都市内に卜文字 lこ広幅員街路を配位 する

ことにより、 rlJ街を分割し防火を朕|るという，!J;I，怨が存在していたことが読み取
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れる 0

・都市の官格形成

・防災機能(防火)

d. Jj向性

日当りが良好な }j向で 、かっ恒風万向と 一致している

郡市の保健衛生思想の重視と 、空襲l時の投下押への対処が読み取れる 。

当時の論文，)にみられるように 、防空都市を実現する上で都市の保健化を図

ることの ifi要性が研究されている。

また、当時の論文.)に 「空訟によるガス等の各極の投下部に対して [tJi物質

の蒸発及び散i怠を速やかに行うため“主袈街路の方向は日当りが最も良好でな

ければならぬ。" 、 “主要街路の方向をf亘風ノヲ向に一致せしむ。.. Jという記

述があるように、従来の郎'" ~ I問に ill視されていた保健衛生息怨を見叫し、防

災機能として日照 、通風について細やかな配位がなされていたものと読み取れ

る。また 、軍部l建設に忠由を求め、 lill:!R的な計画を行ったとも考えることがで

きる 。

.保健衛生思怨

( 7メニティー機能)

・防災機能(投下弾への対処)

e.重1，g施設との|主Jiili

図5.3. I (前向)からわかるように、街路の端部には'lImlのンンボノレで

ある兵 6~ 廠と駅が位置するように百|阿l されている。

端部にill:~施設を配泣することにより、その街のシンボノレとしての役割を担

わせることや都市の空間的主軸の形成を図るという思想が存在したものと思わ

れる。

当時の懐古録"に「陸軍造兵廠の凶門を拠点にして当時相北の都であった上

海へ向かつて中村化粧道路を設定した。即ち造兵廠を都市の象徴として考えた

方針であった。つまりこの原野を造兵廠の門前日JT、又は城下H町にする憾な階旬、

であった。」との記述もあり 、戦1I.!i下という 11寺町上 、軍を賛美し国民の志気を
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高める必要性があったため、'l!の施設をゾンボリ y クに演 出し都市の空間的 Jo

軸を形成しようとしたと考えられる 。 もちろん 、 日本古来の都大路の思位、の流

れをくんでいるとも考えられる 。

・都市の空間的主車IDの形成

・街路のゾンボノレ性

f 横断面織成

図5.3. 4に示すように、 slIJ方分離慣を設置しそこに植樹することにより、

街路を高速車線と緩速車線 ・歩道を合わせた緩速道とのこつに分けている 。

街路を機能上高速車線と緩i車車線 ・歩道をあわせた緩速道との こ つに分け、

高速辛抱~は交通処理の機能をもたせ 、緩iÆ qJ_ tJ~ は停車 J苦としての利用も身庖す

るとともに 、歩道と合わせて幅広いili1難空間としての利用を考えたものと与え

られる。

戦時下という時局上 、避難空間]の必'i!!t生が重視されていた。

また、帝邸復興の際にもその設計基準の中で 、緩i車側 の事総については、パ

ーキングとしての利用をうたっていることから、当時は沿道のサービスをも含

めて、道路上の駐停車について、道路精進の段階から考慮していたことがうか

がえる。.7メニティー機能

(歩行空間の重視)

(路上パー キングス ペースの設位)

-避難空間

(非常時に緩i卓'11線と歩道を利用)

g 延長と幅員

幅員は 40 m で 、 兵~廠から国道 16号(横の幹線)との交差点、までの延長は 60

Omであり、戦闘機の離着陸や戦唱の往来ができるほどの延長と幅員を備えて

いる(図 5. 3. 5参照) 。 非 常 時 に は 滑 定 路 の 利 用 や 戦車の往来など市 τJI的

な機能も持ね備えていたと考えられる。

当時相模原兵1*廠では 戦車を製造し ており 、偏見に関し て は 当 B!iの技術おの
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懐古録2lにに 「いざというときの飛行機の発着も考えて決めた。 」 との記述が

あり、軍都として非常時には広幅員街路を滑走路としての利用も考慮したもの

である。実際にこの延長と幅員は、当時の戦闘機の滑走路の最小単位と正しく

ー致している。

また、市役所前通りを、最も幅員の広い道とし、またその線形も延長ほぼ 3

Kmにわたり直線としている。前述したように、この街は兵a1I廠の門前 11可とし

て考えていた訳であるから 、兵探廠の前の道(市役所前通り)をメインストリ

ートたるべく、街路の格を重視したものと考えることができる。

さらに、相談原土地区画整理の設計に直接携わった浅野英へのヒアリングよ

り「幅員については 償断面の機能的積み上げではなく道路の絡も重視した余裕

のある道路空間を設計し ていた 」 ことも明らかになった。

-街路の格の重視

・防災機能

・非常時の軍事利用

(滑走路利用、戦車の往来)

(2)節目となる要所

a 交差点

交差点、では隅切がなされ、またロータリー椛i宣を採用している。

単調になりがちな広幅員街路において、ロータリーを設けることにより、街

路の焦点を演出し街路空間にアクセントを演出していたと考えられる。また 、

交差点に|判切をし、交差点空間をより広いものとすることによって、街路空間

にアメニティ機能を付加していたとも考えられよう。

隅切は震災復興期にも同様な手法と思想、がみられる。

交差点、にロータリー形式を採用しているが、その平面図上の形態は、交差点

をロータリー形式の広場とし、そこに象徴的な建造物を配置し街路のアイスト

y プとして 、ビスタ ・ アイスト y プ i主主~の形成を図った、西欧の典型的な例と

してバリのエトワーノレ広場、本研究で調べた 、ロゾア時代の日合爾浜の計画の中

央寺院の存在する車姑街と大直街との交差するロータリー交差点 、京城の ~-I i@ 

の南大門の存在するロータリー交差点などの 、平面図上の形態とほとんど同じ
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である。ロータリー交差点、は交通処理という観点からはやや不利なものであり、

これらを考えあわせれば 、平面図上のことではあるが 、交差点、をロータリー形

式とすることによって 、焦点、に対する配胞を払っていたともいえよう。しかし、

相模原の市役所前通りについては竣工当時の写真がないためはっきりとは分ら

ないが、我が国の近代街路の景観を見ると 、 アイスト y プの位置になんら建造

物のないことが多く 、結果的には 、必ずしもビスタ ・アイスト y プ型の街路景

となっていない場合が多い。

'7メニティー機能

・焦点、 ・アクセントの演出

(景観的配/.0.)

b 路側広場

路側広場は 、図 5. 3. 1 (前掲) 、図 5. 3. 6 Iこ示すように 、 卜文字幹

線の交差部付近に設けられ 、半円と四角形を合わせた幾何学的な Jf;をしている。

広幅員街路周辺の交差部に接して大型の広場を設けることは 、両者相まって

都市の中に修景と交流の核をっくり出す 、 という都市の骨格形成の考え方、街

路と広場の一体性の演出による 2本の街路の格の重視と強調という考え方の反

映をみることができる。

と同11寺に 、 2本の広幅員街路の交点となることから、おそらく非常時の避難

の大拠点、として設けられていたとも考えられる。あるいは 、上空から見て幾何

学的な形とすることにより 、夜間の空襲l時には重要施設をのダミーとて 、都市

の偽装(防空)を図った可能性もある。

当時の論文 6】等にみられるように 、都市の偽装の研究が盛んに行われていた。

また 、同時期 、パリ等では実際に都市の偽装が行われていた事実がある。(図

5. 3. 7参照)

さらに、当時の相模原土地区画整理の設計に直筏携わった浅野英氏とのヒア

リングから 「路側の公園については街路樹の園場を設けた 」 ことがわかり 、空

間的、景観的のみならず 、機能的にも街路と公図(広場)の聞に一体性があっ

たことがわかる。

.都市の百絡形成
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'7メニティー機能

(街路と広場の空間的 ・機能的一体性)

.都市の偽装

(空盛時に重要施設を守るダミーとする 、交差点部を遮蔽する)

・避難空間

(3)ディテーノレ

a 街路樹

図5. 3. 5 (前渇横断面図)に示すように、側方帯 、歩道とも街路樹が列

摘されている。

街路に沢山の植樹得 、街路樹や公園を設けることにより歩行者の快適性や地

場住民のアメニティーを重視した空間を提供しようとしていたのはもとより 、

空襲の際には市民を街路の樹冠によりカムフラ-"/ュする考え方(防空)もあ

ったと考えられる。

当時の論文6)等にみられるように 、都市の偽装の研究が盛んに行われていた。

また、同時期 、ノマリミ!j:では実際に都市の偽装が行われていた事実がある。

さらに 、当時の相模原土地区画鐙理の設計に直m携わった浅野英氏とのヒア

リングから 「路側の公園については街路樹の園場を設けた 」 ことがわかり、空

間的、景観的のみならず 、機能的にも街路と公図(広場)の聞に 一 体性があっ

たことがわかる。

17メニティー機能

.景観的配慮(植栽)

・防空機能(都市の偽装)
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5. 4 湖南海岸公園道路の計画 ・設計思想

5. 4. 1 湘南海岸公園道路の概要

東京緑地計画協議会に先立ち 、神奈川県では H百平日初年から湘南海岸の公園化

を構想し 、湘南海岸公園道路もその一環として計画していた。恐慌が深まるな

かで、県は失業対策事業を兼ねて遊歩道の建設を立案し 、昭和 5年(1930年) 1 

1月の通常県会に総経'1'1120万円、 三 ヶ年継続事業として提案した。

その説明にあたった山県治郎知事(内務省都市計画局長を経て昭利4年 7月に

就任)は 、公園道路の目的と効果について以下のように述べている。"

「この地方は県下におきましでも風光が最も明娼でありまして 、気候混和 、

住宅地域は別荘地として段も適当の場所であります。しかるに現在の国道は海

岸線を去ること速く 、篠沢の辺りにおきましでも海岸からー型以上あるし、芽

ケ崎 ・平塚方面においても海岸より 二 十町歩内外あるというような状況にあり

まして、片瀬 ・大磯間四里強に渉る数百万坪の絶好なる住宅地も交通不便のた

めに全くその発注を阻害せられ、徒に天与の宝物を死蔵するに等しき感がある

のであります 。 よって片瀬市口寺前の所を起点としてまして江ノ島の対岸に出

で、海岸の砂丘の上を走って相模川を趨えて大磯に至って国道に合する新路線

を開妬するところの計画を樹てたのであります。かくの如く致しますならばこ

の湘南一帯の絶好の土地に大にその木来の機能を発陣し 、天下に誇り得る程の

新しい住宅地が出来るのでありまして 、 この新しい住宅地には東京方面より 、

或は全国より来住者を多く増加するのみならず、ひいては外人招致の -DJJとも

なって、リ誌の繁栄を増すこと少なからぎるものがあろうと信じているのであり

ます。」

つまり 、湖南地方の地理的有利性を生かして観光開発や別荘によるリソ ト

開発を行い、国の内外を問わず集客するための、目玉にしようと考えたのであ



る。

片瀬から大機に至る関係各町村もこの計画に大きな期待を寄せ、 12月には湘

南開発期成同盟会を組織して県に働きかけた。内務省の許可を得て、日目手口 6年

(1931年)8月 27日には起工式を行い 、工事は失業救済事業として行われ、横

浜市及び地元町村の職業紹介所に登録された農民 ・失業者が雇用された 。藤沢

田Iで登録したのは約400名に達し 、 うち半分は朝鮮人であった 。

当初の計画では 、辻堂海軍演習地を通過する予定であったが 、海軍の許可を

i早られず、県は演習地を迂回する鵠沼 ・茅ヶ崎線、辻堂l'子市場 ・辻堂線県道と

して敷設することとした 。相模川にかかる湖南を除く遊歩道は昭和 10年(1935 

年)にはほぼ完成し 、7月 27日から開放されて海水浴客や避暑客に大きな使立

を与えた 。開通式は湘南大楠の完成した昭和 10年 (1935年) 10月 23日に盛大に

挙行された。

この湘南海岸公国道路は 、 日本内地で:Ii主初の郊外部における本格的なプロム

ナードといえよう 。

この公園道路の特徴は、沿線の別荘地の都市計画的コントロール(建築線 、

空池確保)と 、道路に併行する長大な都市計画の決定(湘南海岸公図、高i1IT山

公園406h a) により海岸緑地の保存と風景開発の両者を結びつけようとしたこ

とである 。

道路の標準断面は 41. 35mで、乗馬道と山手歩道、海岸歩道が車道とともに

設けられている 。 この公園道路の設計は戦前、公園緑地界の論客であ った太田

謙吉(都市計画神奈川l地方委員会技師 、折下占延の弟子の 一人)が担当してい

る。

この湘南海岸公園道路は 戦後 、交通量の激増により 、遊歩道と乗馬i且を撤去

しているが、 これが今日の 134号線である 。
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5. 4. 2 湖南海岸公園道路の計画 ・設計思怨

湖南海岸公園道路に表れた百十回 ・設計思怨を以下に示す 。

(1)基本的要素

個々の要素の議論 lこ入る前に 、前項で記述した 湖南海岸公園道路の計画目的

かり読み取れる思想 を繰り返してお く。前項の山県知事の発言 にあるように 、

この公園道路は 、良好な郊外型の住宅地の開発 、国際観光という目的を持 って

いたのである。

.住宅地の開発

・国際観光

a . ロケーンョン

図5. 4. 1に示すように 、主要幹線街路(現国道 l号線)と関:iiliして平行

するように計画されており 、通過交通をできるだけ排除し公園道路を非幹線道

路として計画していたと考えられる 。すなわち、公園道路であるから当然とも

いえるが、自動車用の道路ではなく歩行者用の道路として計画されたと考えら

れよう。また 、公園道路はできるだけ水辺に選定され 、ifij岸線に沿 ってi!l!統的

に計画されている 。海岸の水辺景観に対する配慮があったと推察できる 。

・歩行者の重視

.海岸景観に対する配慮

b 横断面構成

図5. 4. 2に示すよう に、 車道と遊歩道 、乗馬道との聞には幅広い植樹 ，7告

を設けている 。 ドライフ 、遊歩 、乗馬の目的に応じ道路を I明確に分け 、 それぞ

れの行為 lこ安心して興じられる空間を創出していたと読み取れる 。 また 、車道、

遊歩道、乗馬道にはそれぞれ階段状にして高低差をつけているが 、 このことよ

り、各道路から海を見渡せるように考慮し 、利用者の眺望が配慮されていたと

考え られる 。
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-道路の機能分担

・歩行者の重視

・海岸景観に対する配慮

C.幅員

図5.4. 2に示すように 、歩道、乗馬道の幅員を広く設けていて、唱道部

は全幅の 1/3に満たなし、。すなわち 、 自動車よりも、歩行や乗馬を重視し、遊

歩や乗馬を充分楽しめるように考慮されていたと読み取れる。

・歩行者の重視

d 周辺施設との関述

写真 5. 4. 1に見られるように、周辺の別荘等の建物が後退している。周

辺の建物に前庭を設けるなどして建築物と周辺との調和を重視し 、美観を増大

させていたと考えられよう。住宅地の開発もその目的にあったため 、一体的に

計画されたとも考えられる。

.住宅開発との一体性

・周辺との調和(景観的配慮)

(1)ディテール

e 街路樹

既存の怯並木をそのまま残し街路樹として利用している。既存の鼠観を保全

し、また、海岸特有の景観を考 慮 していたと読み取れよう。また 、松illZ木は横

からの強いがl風やmra、から歩行者を守り 、 さらには、階段状の道路の斜面の地

滑りも防止していたとも考えられる。

・既存景観に対する配慮

.海岸景観に対する配慮

.気象への配慮
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5. 5 東 京保健道路の計画 ・設 計 思 想

5. 5. 1 東京保健道路の 概 要

都市計画東京地万委員会は 1938年に保健道路計画を内部案として策定した 。

これは東京緑地計画の行楽道路のうち遊歩道の 械 念をより深化させたものとい

る。

都市計画東京委員会によると"、東京保健道路の目的として以下のように説

明している。

「我国民の保健衛生に 関 する方策は 、 国家の重要問題となったのである 。

しかるに戦争が国 民 の 保 健 に 対 し て 著 し き 悪 影 響 を 及 ぼすことは日露戦役立t

lこ位界大戦中の数字に徴するも明白な事実であ って、日支 IJ}:変が長)¥I!li誌の段階

に入り人的資似の滋長が直接強力なる戦闘員を供給するた め 、 かつまた生産力

鉱充lこ要する労働力を供給するための 二 重の昔、 l床において 重要性を有するに至

った今日 、特に多数の市民の不衛生極まる密住生活を包む大都市における健康

増進、体位向 上 施設は 、 まさに刻下焦眉の急務である 。

大都市における市民の健康増進 、 体力向上には多々方法があるが 、老若男友

~ÌÊ にもすぐ 実行 の出来しかも肢も効果があるのは 、 歩くことである 。

すなわち歩行は 、 臼然に主主ざかり運動不足となれる市民にとり通学 、適切Jに

日曜祭日の郊外 散歩や遠足に 、 あるいは団 体 的強行軍等 、 気絡に手軽に実行の

出来る自然の興へた最上の 健 康法であり 、特に青少年の歩行力は軍隊の行軍力

と も関係し 、 徒歩運動の重~性は i時局の為さらに倍加したのである 。

然るに 、歩行者の実行に当たって巌も遺憾であるのは 、大都市において未だ

自動車等による歩行の危険や不快感の少しもない歩行者専用道路のなき 一 事で

ある。

これが今 回 東京保健道路計画を樹立せんとするところであ って 、 最も簡易に
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してしかも効果的なる歩行による東京市民の健康増進、体位向上の歪安施設た

ることこそ、 #lにこの保健道路の使命とするところなのである。」

つまり、戦時下における富国強兵のため、東京"，民のレクリエ ν ョンの場

を創出することがその目的であったといえよう。

保健道路の都市計画決定は 1940年に I本 、1942年に 4本(呑川、玉川上水、

干川上水、石神井川 、幅員 30-50m)、1943年に 3本 (1日呑川、谷沢川、旧荒

川、幅員 20-50m)にされ 、 1943年には 1940年決定の旧水道放水路(代田橋 ・

淀橋間)を幅員 25m (車道は 2車線のみ 、1也は歩道 ・植樹帯)とし事業決定を

している。(路線の詳細は表 5-4-1参照)路線数 15、延長合計約 244，000mであ

って、広場は 107箇所 、面積合計約 944，230 m' (約 285，630Tl')、事業費総額21.

893，000円の見込みであった。

このような河川を取り込んだ歩行者主体の緑道計画は昭和 30年代のw京街路

再検討により全廃され 、結局は実現にいたらなかった。そのため 、戦前にこの

ようなすぐれた緑道計画が法定決定されていた事実を 、今日専門家の聞でさえ

知られていないのである。



5. 5. 2 東京保健道路の計画・設計思怨

東京保健道路に現れた計画・設計思想を以下に示す 。

(1)基本的要素

a. ロケ ゾヨン

表5.5. 1の計画一覧表を見てもわかるように、路線を多摩川や石神升川

等の水辺に選定している。文献 "1こも 「路線の位置は水辺 、田図等の他丘陵台

地等ありて地形の変化に富み 、 コースも長短難易多摩多様にして心身の鍛錬に

資するよう計画しかっ沿線の神社、仏閣、史跡等に接して広場を設けて休息所

に充て 、市民をして敬神話祖の念、を養はしめ、健康運動に精神的肉体的訓練を

加昧するよう考慮した。 」 との記述があり、川沿いに連続的に計画し 、歩いて

楽しく、沿線の史跡等も巡れる市民のレクリエーンヲンの場を提供するよう計

画されていた。

.レクリエーゾヨン空間の整備

-水辺景観 lこ対する配慮

・神社 、仏閥、史跡の接続

b.横断面権成

図5. 5. 1に示すように 、車道を 一 切設けず 、場所によっては道路内に小

川を取り入れて設計し歩行者専用の遊歩道としている。文献 1) に 「この道路の

構築に関しては街路桃造令等の規格に依らぎることとし 、従ってその幅員は堤

防の上をそのまま保健道路に利用するものを除き、他は大体道路の中央を幅員

2m以上の歩行者専用道路とし 、その両側に 1m以上の緑地帯を設け、なおその

外側に幅員 3mないし 4mの歩道を設ける余地を存した。 」 という記述があり、

街路情造令等の規格に捉われずに 、歩行者のアメニティーを重視し ていたと読

み取れる。また 、写真 5. 5. 1、写真 5. 5. 2 1こ示すように臼然を取込ん

だ断面情成となっていたのである。
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-河川・水路の取込み

・歩行空間の重視

・自然性への配慮(鼠;観)

(2)節目となる塁l'r!r 

c 広場

ロケ-'/ヨンの項で既に述べたが、文献 1)に「路線の位置は水辺、日]図等の

他丘陵台地等ありて地形の変化に宮み、コースも長短難易多極多様にして心身

の鍛錬に資するよう計画しかっ沿線の神社、仏|湖、史跡等に接して広場を設け

て休息所に充て、市民をして敬 ~II 嵩祖の念を養はしめ、健康運動に精神的肉体

的訓練を加味するよう考慮した。 Jという記述があり、iJll社、仏関、史跡等の

節目となるポイントには広場を設け、歩行者が休息できるとともに、歴史や宗

教に触れることができるよう計画されていた。

・歩行者への配慮(休息)

・歴史的意味の付与

・宗教的怠昧の付与

d 街路樹

前 I~ 図 5. 5. 1 iこ示すように、道路内に多数の樹木を植樹している。前掲

写真 5. 5. 1、 5. 5. 2を見てもわかるように多数の樹木 lこかこまれた、

自然の豊かな快適な歩行者空間となっている。また 、文献，)に 「武蔵野の特色

たるけやき 112木、雑木林 、 河川、上水沿いの桜並木その他既存の樹木には特に

意を用い 、緑地帯及び広場等の植樹、補植用の樹種は付近の樹木との調和を図

るつもりである。 」 との記述があり 、既存の樹木を生かすとともに 、新たな植

樹に際しては周辺の樹緩との調和を考慮していたのである。

・自然性への配慮(景観)

・既存呆観に対する配慮

・周辺植生との調和

・歩行者への配慮(快適性)



f 街路!照明及ひその他の路上工作物

i世街t封j8路品J!照1照q申明]やt電E柱等の路上 工f作|ド2物が路線内に設置されていな L、汁。 文献， )に r.~ 

白住4 その他の路上_[作物はこれを 3柄許4午♂さざることとし既設のものは路1紘j以A外に移投せ

しむることとした 。」 との記述があり、 1!1~秩序な路上工作物の設置により街路

の美観を恨ねることを禁じ 、長観的配胞がなされていたと与えられる 。

.;;::観的配慮

g.路面舗装

路面には舗装を施していない。文献 1)に 「路面には何等舗装は絡さず、玉砂

利等もリI!Xかず全く向然のままとした 」 との記述があり、自然との調和を屯視し

ていたと読み取れる 。 すなわち、歩行将の立場に立ち 、単に通過する交通を処

出するという観点からではなく、:A際に歩いて楽しめる空間を創出していると

身えられよう 。

.自然性への配慮

・歩行者への配慮
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東京保倍野各の路線一覧表5 表 5
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写真 5-5 -1 東京保健道路、多摩川線

写山 一5- 2 東京保健道路、多摩川線



石 神 鳥 山二子線

17-3 

図 5.5. 1 東京保健道路の横断面構成図
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5. 6 まとめ

5. 6. 1 相模原軍部計画における街路の特徴と思怨

戦時下の相模原軍部計画における市役所前通りを中心に読取 った街路の計画

目設計思想を表 5. 6. 1に示す 。

戦時下の相模原軍部計画においては 、都市の笥絡形成の担保 、格の歪視 、 ゾ

ンポル性の重視 、 イメ ジの一貫性という 「吉田市の百格として街路空間を計阿

・設計思想する思惣」 はみられはしても必ずしもは っきりだとはいえない 。 こ

の限由として 、戦時下は偽装して街路を隠し 、その存在をカムフラージュする

など 、都市の胃格形成とは逆に作用する姿因が存在したためと考えられる 。

7メニティーの担保 、景観的配慮という 「魅力ある街路空間を計画 ・設計す

る思想」は随所にみられる 。 つまり、街路が都市において交通空間としてだけ

でなく 、人の存在する快適な空間であるべきであるという認識があ ったといえ

る。それを具体化する手法も 、交差点や路 mlJ広場等に多数存在している 。

防災(防火)、防空を図ったり 、避難空間の創出 、非常 H寺の軍事利用などの

「非常時に も対応できる街路空間を計画 ・設計する思怨」 は、多くの点でみら

れる 。戦時下 は、特にこの思想が重視され 、それを具体化する思惣も多数符在

している 。例えば 、街路の延長 ・幅員についての 、戦闘機の滑走路としての利

用や戦車の往来などに対する配慮 などが上げられる 。
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表5.6 1 
「

特徴 田以本.~目、 背景

1.十文字に広備員街路を配 -都市の骨絡形成 -震災復興期からみられる思想

，1置している -防災機能(防火) 建物疎開にも都市を空地41?で分割すると
いう思想がみられる

置街街近医し路防てを住を広い絡区幅る手を1 依(誓状}に配

-防空機能 -当時の論文(町田保、防空と郎市計画.都市
問題、 1939年)等にみられるように、研究の

採用している( .ii!i災機能(防火) 結果防空上有利な街路ハ.7-iとされていた
y 世i区を 幅員街路によって -当時の相模原軍部計画にJJVわった技術者

囲み.中心に学校等の中心 の懐古録(浅野英.内務省時代の都市計画
lこ学校等の避難空間を備え 神奈川ト、都市計画)にみられるように.近隣

る) 住区の考え方を拡大解釈して採用している
ー建物疎開にも街区を空地で囲む思想がみ
られる

描申異 .:!l本的には絡子状の街路 -幹線と目l左き通り

なる出 パターンとなっている 表通りの区別

曲目配 -駅前に放射型に街路が配 -駅前における放射

置 置されている 型の街路配~の採用
-呂抜き jffiり、表通り 、交 -裂辺り、横丁、路
通幹線、裂i湿り、償丁、路 地の設置
地の様々な絡の街路が存在 -続々な絡のi}j路の
している 配置に対する配慮

街路の日当りが良好であ . ];これ機 íì~(保健待i -当時の論文({呆科貞次空銭円、 1933年)等
る 生思tB.の重視) にみられるように役下初の対処方法とし
街路とm風方向とを一致 防災機能(役下千1!へ て研究されている

方向性 させている の対処) ー 当時の論文(東京市企画局計画~. j1~j島に
於ける防空都市計画の展望、 1939年)等にみ
られるように、防空都市を実現する上で都
市の保健化を図ることの霊安性が研究され
ている

J世間Hこnt'川iilla支(兵器廠 都市の匂絡}形成 -当時の懐古録(村îl宰篤太郎瓦j折 ~r~長から

重要施
と駅)を配置している -街路の Yiホ'ル!1 みた戦11寺中戦後の相模原.郷土相|貝原 1981

年)に 、兵器廠を街の象徴として与えたとの
設との 記述がある
関連 戦時下という時局上、!iIを代美し国民の志

気を高める必要性がある

側方 Iliによる高速車線と - 歩行者 ~fln の主観 .Jj即時下という時局上.泌燥さ~/J_n の必2!l性が
冊権目成函緩iA道を明確に分殺して 重視されていた

いる

-
戦闘l段の隣近陛や戦車の 街路の絡をffimし -当日寺の相模H?tWnl~ 訂 l珂に j)l; わった t.!iU，j 1i 

li!!¥と 伎来ができるほどの延長と た全析のi.k'tど のtJl古H(浅野英.内務'(ill'if¥:の副;ili I~ 1. ft出1-
h員 幅只をj寺っている . ~I:'，:i; 1I寺の IIUJ(fIJ 日J( 神奈川 自ijlrlJ~1 iilli)や氏との tlリ汁ーにより

滑走路利JlJ.戦111の 当1I!i筏1i~的配i み上げだけでなく全師nでとた
往来)防災機能m: 定し IIIに交過の処理だけでなく、左記の思

-....._j jJ'tの防止) :t[!を m~ り込んでいたことが lリ l らかになった
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表56 1 つづき

----寸
γー

思想 =北円 Z月豆、一

rが-ーー 特徴
隅切がなされ，ている -uニれ機能

交差点
-lHiトの演出

0-1リ構造を採用している -焦点の重視

交差点付近に設けられ、街 -都市の骨格形成 -戦時下という時局上避難空間の必要性が
路との接点を増やしている -71こ打機能(街路と 重視されていた

広場の空間、機能的 -当時の相模原軍都計画に挑わ った浅野英

路間 交差点付近に幾何学的な 一体性) とのtlリifにより空間的、景観的のみなら

広場 形で設けている -避難空間 ず、機能的にも街路と公園の問に一体性が
-防空機能(都市の偽 あったことが明らかになった
装)("l:M時に重要施 -当11寺の論文(大谷清麿空襲に対する国土
設を守る「ミーとする の防f:ii)等にみられるように、都市の偽装の
.交差点部分をils蔽 研究が盛んに行われていた
する) 同時期.ハ.リ等で実際に都市の偽装が行わ

れていた事実がある

T街路樹 側方帯、歩道に街路樹を植 線の重視

イ えている

ア

)， 



5. 6. 2 戦時下の都市計画における街路の計画 ・設計思想

まず、前提条件として 、相模原の軍 ds計画はほとんど市街化されていなかっ

た相模原を新たに軍部として計画したものであり 、新市街地計画であるという

ことが指摘できる。以下 、分析の視点に沿って 、考察を進めていく。

(1)街路網配置計画

a 都市の秩序づけ

まず街路バターン についてみていく。

相模原駅周辺は駅を中心とした放射環状型の街路網構成となっているが 、基

本的には格子状の街路ノマタ ンである。区画は短冊状の形状となっており、近

隣住区の考え方に法づいた区画となっている。ただし 、市街の南東部は 45度

ずれた形での同様の格子状の街路網構成である。若本的 lこは格子状の街路パタ

ーンであるということは 、帝都復興の流れをくむものであり 、京城や恰爾浜と

同様の形態であるといえる。また、駅近傍にのみ放射状の街路パターンが名残

の様に残っていることを考えると 、 まさに帝都復興と同織であるといえよう。

ただし 、既存市街地の再整備計画か 、新市街地計画かという観点にたってみる

と、帝都復興や点城の計画は既存市街地の再繋備計図であり 、 その告1)約条件も

格子状の街路パタ ンとなった一 因と考えられる。相模原の市部計画は新市街

地の整備計画であり 、新京や 11合間浜と条 件 はほぼ同じと与えてもよい。その観

点を加えると街路ノマターンを 構成する考え方としては H合間浜ともっとも近いと

もいえよう。

次に街路の|惜局数についてみることとする。

まず最も格の高い街路として 、交通幹線としての役割の大きい国道 16号、

交通幹線としての怠l床も持っているが兵探廠の前の道としてのシンボノレ性も兼

ねている市役所前通りの 、十文字に配置されている 2本の広幅員街路があげら

れる 。次の格の街路として 、駅に直角に突当る駅前通りと、駅前通りと間程度



の幅員の街路として、駅前通りの幅員が減じる位置から、首lIjZsの幹線街路の交

点の広場に至る街路とそれに直交する街路があげられ、駅前通りは目抜き jj)jり

と考えられ、他の 2本の街路は表通りとして位置付けられていたものと考えら

れる。この表通りクラスよりもやや幅員の狭い裏通りクラスの街路が 、市街を

協子状に分割するように配置されている。その分割された矩形の区間内をさら

に幅員の狭い憐丁クラスの街路が敷地を短冊i状に分割するように配置されてい

る。すなわち、相模原軍部計凶においては 、 5段階の附居構造の街路があった

といえる。

突抜き路地クラスの街路の存在は相模原軍部計画では i明らかではないが 、 そ

れ以外の格の街路の存在については帝都復興と同線であるといえる。

b 都市の分割

国道 16号と市役所前iAりは市街を 4分割するように十文字に配置されてお

り、その幅員の広さからいっても防火道路としての性格を持っていたと考えら

れる 。また 、防空上有利な格子状の街路配置 、役下型jiによるガス等の中毒物質

の蒸散を考えた恒風方向と一致した市役所前通りの方向 、戦闘JtIjの離着陸や戦

車の往来に配慮した市役所前 jj)jりの延長と幅員などの記述があり 、軍部計画で

あるから当然ともいえるが 、防空に対する配慮がかなり存在したのである 。 こ

れらのことを考えあわせれば 、国道 16号と市役所前 illlりの十文字配置は市街

を分割し 、防火を図っていたと考えられる。すなわち 、帝都復興計画 、尽城の

計画にみられる、広幅員街路によって市街を分割し、都市の防火を図るという

考え方が相模原軍部計画にも存在したといえる。

C 都市の顔づ くり

市役所前通りは 、その儲断面椛成からいっても、中央に高速車線を持 ってお

り、交通を保問する役割をも持っていたものと考えられるが 、国道 16号とは

異なり 、両端が兵掠廠と上溝駅であり 、通過交通を保障していたとは考えられ

ない。当 時の文献には兵器廠を街の象徴としたという記述があり 、かなりンン

ポル性にも配応'された街路であったといえよう。駅前通りは交通を保障してい

るとは考えられず 、駅を焦点、とした目抜き通りと位置付けられるものと考えら
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れる。すなわち、相模原においては、交通幹線(国道 16号)と γ ンボノレ的な

街路(兵器廠前の市役所通り) 、 目抜き通り(駅前通り、広場 lこ至る街路)を

使い分けていたといえよう。

シンボノレ性をもっ街路と 、 それとは別の目抜き通りの両者が相模原軍剖Wi!ID

において存在していたわけであり 、帝都復興計画、新点 、京城、 l拾爾浜の外地

の計画と問機街路をもって 都市の顔をつくるという思想が存在したと考えられ

る。

ゾンポノレ1生をもっ街路と考えられる市役所所l通りではその端部に兵器廠があ

るものの焦点の配慮は明確ではないが、目抜き通りと考えられる駅前通りにつ

いては 、人間の視点からどの様にみえるかは別として、平面図状では焦点に駅

が位置するような配誼がとられている。特 lこ駅前iiliりという目抜き通りについ

ては 、ベ y ク 7 ンの官庁集中計画 、帝都復興計尚 、京城 、11古田1浜の計画と同級

のものと考えられよう。

(2)幹線 ・目抜き jillり設計

a 焦点の配政

駅がちょうど焦点の位置にくるように駅の位置及び街路の配置を決定してい

る。駅を目抜き通りの焦点として扱っていると考えられ 、 ベ y ク 7 ンの官庁集

中計画、ロンア時代の恰爾浜の計画 、長春の満鉄付属地の計画 、帝都復興と同

様のものといえよう。

交差点にロータリー形式を採用しているが 、 その平面図上の形態は 、交差点、

をロータリー形式の広場とし 、そこに象徴的な建造物を配置し街路のアイスト

ップとして 、 ビスタ ・アイストップ景観の形成を図った 、西欧の典型的な例と

してパリのエトワーノレ広場 、本研究で調べた 、 ロ y ア11寺代の日合爾浜の計画の中

央寺院の存在する車枯街と大直桂iとの交差する ロータリー交差点、京城の百1-[面l

の南大門の存在するロータリー交差点などの 、平面図上の形態とほとんど閉じ

である。ロ タリー交差点は交通処理という観点からはやや不利なものであり、

これらを考えあわせれば、平面図上のことではあるが、交差点、をロータリ 形

式とすることによって 、焦点に対する配慮を払っていたともいえよう 。しかし、



そのロータリー交差点を望んだ写真がないため 、街路上に視点をおいたことま

で想定した焦点の配慮があったか否かは明確でない。平面図上で焦点の配慮が

読み取れるロ タリー交差点の採用については、長春の満鉄付属地の計画、新

京の計画(ただし、大同広場については一葉の絵ではあるが、ロータリー内中

央に応状の構造物がみえる)と同僚であると考えられる。

ゾンポノレ的な街路である市役所前通りについては兵器廠側に門などの象徴的

な様造物は見当らず、兵器廠市!の道路として視覚的 lこ兵\l~廠をンンボノレとして

放っていたとは考えられない。

b.ー体設計、連係設計

相模原軍lls昔liilliにおける {也の胞設の存在もしくはその設計に配ft{Iし連係的に

街路を設計した述係設計については 、駅の新設に伴って 、駅前広場及び駅前の

目政き通りが計画されていること、また 、十文字に交差する国道 16号と市役

所前通りの交差点部分に大規模な公図が計画されていることから、街路と互に

その位置をi'l!係させている設計と考えられ、駅 、公闘との i車係設計があげられ

る。

駅との連係設計については 、帝都復興の流れをくむものであると考えられ、

外地の長春の満鉄付属地 、新京、京城、恰爾浜の計画でもみられるものである。

公園との一体設計 、連係設計については、市区改正計画 、新京の計画にみら

れるが、との憾に一体にもしくは連係して考えたかという内容が異なり、必ず

しも同様のものとはいえないが 、公図と街路を関連させて考えるという点では

共通しているともいえよう。

C 道路敷内の景観設計

市役所前通りは 4列の並木を備えている。並木によって街路景観の演出を図

るとともに、快適性を保障していたことも勿論考えられるが 、相模原のゾンボ

ル街路という街路の格を並木 の存在ということで表わしていたということも考

えられる。また 、 471Jの並木は、市役所前i湿りを儲断方向に 5つに視覚的に分

離することによって、その空間の冗長性をカパーしていたとも考えられる。ま

た、市役所前通りは、並木で仕切られた緩速車道をもっ絞断面の横断面構成と



なっている 。市役所前iAりは交通量からいえば兵器廠に突当 っていることもあ

り、それほど大量と予測されたとは考えられず 、高速車線は円滑な交通を保障

するという機能をも っていたとしても 、並木の存在と同線むしろ交通幹線では

ない、相模原のンンポノレ街路という街路の格を複断面の償断面構成で表わして

いたと考えられる 。 また 、街路の幅員の決定について 、相模原土地区画諮i型の

設計lこ直後携わ った浅野英へのヒアリングより 「幅員については横断面の機能

的積み上げではな く道路の 格 も重視した余裕のある道路空間を設計していた 」

ことも明らかになった 。

市役所前通りにおいては国道 16号との交差を始めとして数箇所でロータリ

ー形式の交差点が採用されている 。前述の焦点、の配信とも考えられるが 、 また

街路を軸線方向に分節化し 、 その広幅員街路ゆえの単調さをカパーしていたと

も考えられる 。

国道 16号と市役所前通りの交点に大規模な広場を設けており 、 これはいわ

ばセントラノレパ ク的な公図としても考えられ、 7 メニティについても配慮し

ていたものと考えられる。

駅前に比較的大きな駅前広場を設け 、 3本の街路が 、広場を中心に放射状に

配置されており 、駅及び駅前広場を街の原点として 、 また波数の街路の焦点と

して 、重視していたと考えられる 。 しかし 、相模原では 、断l述の 一般部の記述

と合わせても 、美観に士、jする配慮はあまり多くはなく 、美観のウェートは低か

ったといえよう 。

(3)アメニティ街路

湘南海岸公図道路 、東京保健道路のいつれもが 、交通よりは快適性を始めと

する7 メニティに対する配慮を中心として計画されたものであり 、 アメニティ

街路の系譜として位置付け られる 。

出!南海岸公図道路は、観光や住宅地開発なども目的にあげた公園道路であ り、

海岸歩道、乗馬道等を持つ横断面続成を持ち 、車道部分はわずか全体の 1/ 3

以下に過ぎな¥， 0 また 、車道と歩道と乗馬道の聞には植栽帯が設けられ松並木

とな っている 。 ここでは 、歩行者の重視や 、海岸景観に対する配慮が読み取れ、



非常に日本的なプロムナードをつ くるという考え方があ ったように与え られる。

これは 、帝都 復興 の隅田公園の並木道路と同様の考え方であるといえる 。

東京保健道路は 、国民の健康地進 、体位向上を目的として、地形の変化に富

んだ所、特に水辺に 、神社 、仏閣 、史跡をつなくように計画された遊歩道であ

る。 その断面構成の中に河川 ・水路を取込んだものも多く 、植樹も差是 'G;に施さ

れた自然への配慮の大きい遊歩道であ った。 自然性の高さ 、すなわち植樹虫の

多さについてはこれまでのアメニティ街路と同様である 。 また 、史跡等を接続

する観光的な考え方は 湘南海岸公園道路にも共通するものがある 。 河川 ・水路

の断面内 への取込みについては 、7)<辺景観に対する配慮というように促えれば、

隅回公園の並木道路 、湘 南海岸公園道路と同様 であるが 、横 断 面構 成の中 iこ、

河川 ・水路を取込んだ形態は 、筆者の調べた限りでは 、 この東京保 健道路で初

めて出現したとい え る。

新京や、恰爾浜の公園道路とは 、歩行者の重視、豊富な 植 栽 な ど の 点 で は 一

致するが 、幅員の違いもあり 、 アメニティに対する配慮の 方法については大き

な共通点、はみられない。
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6. 1 法令関係

6. 1. J 戦災地復興基本方針等

戦災地復興の問題が行政上政府当局において積極的に取上げられたのは、太

平洋戦争末期のことであったが 、 これが本格化したのは昭和 20年 II月内閣に戦

災復興院が設けられたときからである。次いで 、同年 12月初日 「戦災地復興基

本方針(資料 6. 1) Jが閣議決定されるに及び 、戦災都市の恒久的復興対策

の方向が定まったのであるが 、同方針において 「戦災地 /復興計画ニ於テハ産

業/立地 、人口/配分等ニ関スノレ方策ニヨリ規定セラノレノレ都市衆落 /性絡ト規

模卜ヲ基礎トシ都市衆落 /能率 、保健及防災ヲ主眼ト γ テ決定セラノレベキ」旨

が明記されたので 、復興都市計画は 、民主的文化国家を目指す国是に則り、将

来の平和的文化的都市建設に目標がおかれたのである。

復興事業は 、特別都市計画法第 I条第 3.lj'!の規定によって定められた 115都

市においですすめられていったのであるが 、当時の我が国の経済状況は赤字財

政、赤字金融を続け 、わずかに対日援助に支えられていたものの、物価も上昇

し、通貨の不安定なとによって経済が著しくゆがめられていたのである。昭和

13年12月18日に は、総司令部(米国)より、経済安定 9原則が提出され、いわ

ゆるドッジ構惣によって経済安定への再建策が講じられることになったのであ

る。その 9原則は次の通りである。

1. 歳出の削減と歳入の増加によって 、できるだけ速やかに予算の均衡を

図る 。

2 徴税組織を改善して 、脱税行為にたいして強力な措置を講ずる 。

3 資金貸付を日本の経済復興に寄与するものだけに厳重制限する 0

4 .賃金安定策の確立。

5 物価統制計画の拡大強化。

。。



6 外国貿易管理の運営改善と外国為主主管理の強化。

7 特に輸出を最大限に増大するため物資割当と配給制を改善する 。

8 .全重要国産原料ならびに製品の生産増加。

9 食料集計Iの改善 。

以上の 9原則の具現のため、総司令部経済顧問として昭和 24年 2月 l日来 11し

たジョセ 7・M ・ ド y ジ公使は、先ず l沼平日 24年度予算について積極的な助言 を

与え 、復興には l耐之生活が必~であり 、均衡予}):こそ経済 9 除、日IJ の先ず第ー に

要請するところであると説いたのである。

政府はここにおいて、経済 9原則によって昭和 24年度予算の編成を行な った

のであるが、東京都市計画緑地内における建築許可の問題に端を発した計画過

大論は、前述の客観的者情勢を加味され、復興都市計画の再検討にまで達した

のである。

再検討の目標は過大な街路計画 、広場計画、緑地言十回答。の縮少 、催災地にお

ける建築制限の緩和 、区間整理事業の縮少による 3筒年計画の 立案等であった

が、3箇年の期間に関しては、復興事業発足以来の経験に鑑がみ期短に失し、

さればとて事業費を極端に圧縮することは戦災を契機として禍を転じて福とな

すという復興計画の意図が裂る廃れあるものとして 、結局 5箇年計画とするこ

とに決定をみたのである。

かくして、昭和 24年 6月24日 「戦災復興都市計画の再検討に関する主主木方針

(資料 6. 2) Jが閣議決定されたのであるが、この方針 lこ関しては、その後

に策定された 「戦災復興都市計画再検討実施要領(貸料 6. 3) J及び再検討

の結果閣議決定された「 戦災復興都市計画の促進について(資料 6. 4) Jの

中に詳細にかっ具 体的に示されたのである 。これらの内容をみると明らかなょ

っに 、再検討において、街路はその幅員を減じ、段終的には、幅員 100mのもの

は16路線が4路線に、 14mから 80mのものは 128路線から 65路線に、 30mから 43mの

ものは 491路線から 456路線に、すなわち 30m以上の広幅員街路の合計は 635路線

から 515路線に減少したのである。



費料6
戦災地復興基本方針

戦災地lr興計直基本方針

m~拍手12 月 30 日 恕五決定)

今品"つ~~:土"害殆んど主冨 iこ~:;り広市。来~，}を;王じ;-ç乃定夫呈tZ土 1 ~主 6 千万浮『二三五， 之iこ討する

担興計百;土産主力立主主 古;市三付の人口史丹害lこ，-"，する合理 :i方J.l~'こ去りとヨ大部市~::ìi;t~1 孟1こ当方中小♂

市の主異を図るを目途とし杏部市文{工来志の性信と ;-cC)巧宗門完;-.，:，こ2土して樹立せらるべく計盃I二宮ナ

る事長l土氷年長期『こ亘り主f~ して~侍するの外なきも之が韮淀となるべき土地笠理~; ;;:，:工住民上記来 1る

臣Q!i!.互に之を実箆すへきものとす。

l 但興計画区法

草X地の復興計画を実告する区主主工 ül'市立に宗~の目当部分に;a~を^'りたる 4主主坦グコ主妄夜民地 :::1

2之と関連する地ほとす。

2 世興計画の目探

i':( X地の復興計画に於て ι工産~I]コ立地， 人口の配分等『こ;到する方宗『二位ワ規定せつるる£市来:;&の色

陪と盟臣とを基礎とし都市東落の能率， 保 ~1ï.防災を主設として法定せらるへ〈殺口て富民主主i吉の向上

と地方的主視の発!:lを企図し地方の気長。虫土， 慣習字にEつ;己せる持色あるお市宮モヨを述主せんことを

目隠とす。

3 土地利用計画

(1)都市.緊悲の能率 保~]}防災tこ対する充分なる考砲の下tこ工業 I 商業其の他の7.~~Zì 住~-;こ充て

らるべき土地の配分を計画的『こ決定すること

(白土地利用に関する計画の史裂を控官、する為地主主&f:i!区tこ出しては出来得る限り照宮『こ指定し且特fこ

其の専用制を高皮化すること

間特売の目的の為に設けらるる地区，こして兵の従来の配訟が不透当なるものは此の~之0・変更. 合併

"<行うこといー

i:~}j 官公街」芋位a 停車地，郵便，屯ぼ屯定局舎。市i品。基地)Çの他部市吸í5陥l正上町王堅包2乱こ f.f

dFは適正なる配:1'l叫すと共に夜見の忠霊立は営出会にして;cの位位を変更するを五 当とするものは

.~"'.)I;リ之を他にí$転せしむること
町、e一町 日、

4 王要施設

;{lんわり路

d ~:~;i 手街路伺は沼市東 r'Sの位協 ， JR民並。ニ土地利Ii!計画にE日応し之をl日成すると -r;.に街;与の出:'1，;これて

ぜは将来の自動車交通ZHJ:，誌の版式 規院lこ適応せしむることを悶 L放口て VJ~. f!:~n}JH~;こ ;r.-j
λJ;ることー

ロ 主堅幹~U:ii{'iの稲凸i土ヰ小郡市ι於て35メートル以上大臣~rjíに於て 1 1S0メート ル以上 J' の:~1)

.，館街路は中小都市に於ては2Sメートル以上， 大詰a市に於て l 土3S メートル以上， 補助長r 民Û;~~:ニ 15 メ

ートル以上としi1:むを得ざる勾告と笠も Bメートルを下らず区西 i可誌は6メートル以上こする二 4ニ

ハ必要の問所『こ;工i;;{口SOメ トル乃宝 100_l ートルの「五日立:!_.~!-:;;-を配"'し利用上;/JX 三;~ :t~月日

!正を1，10しむること

ー 地下位近 1'.いu， mむ rJ~~W 百円 ~i~i;Î を子 .tP，せらるる場合。こ於ては前日こ之ι_'，.ごする王立 ;i~ ~ t 

をイ[せしむること



資料6 1のつつき

ω晶 地

ー、 ィ 丑国運動場 公歪道路其の他の緑地:主都市. ~竜王の性信丘土地利用計画に芯じ宗主;;-;，二足コせう

4 るるニと
3 

p fJ.地の£面白は市街坦面夜のlO月以上を目途として笠陥せらるること

ρ 必要に応じ市街外局に於ける良地，山持.原野I 河川l辛空地の保存を図る(.);..主主iη?をf言定L二δ

他の絹地と相侠って市街地への俣入を図ること

ω港再.iE戸1.飛仔場

将来の産業の立地丘地方の発展を予想L之に隠zする鉄道，軌道1 港湾N.i'!E河を笠'需する ζ 長 Iこ三

要なる都市に於ては飛行場。軌道，地下鉄道等を計画すること

俗)其の他
，・h

a つ与手L両地り笠備に伴い電線宇iま肱~IJ として之を地下に移設し必要なる水道， 下水道の改良新設を行い

如何 開 明 充 を 期 す る の 外必要に応曜日開の処理場，火葬場，居場事を笠 備 し 王 要 都市i二於
::t ;' ， 与.~ . .守へも v

乞右手はm.芽'.~事介事町市場の藍l閣を図ること
ニムA唱窃"h-:叫 4

き5~土マ戸地 藍'理
k九、足】 ，..;にム

民'(111街路丑園其の他の岳民用地芋の提供E市街地の利用増進を目的としてi在克区域の主芹，こ亘り急さに

'!'~)~畳備を蹴すること

!:~.ω う主地監理の方法に土地区画生理又は買収に依ることとし必要に応じて地罪の発汗芋の方法を考ぽす
r.~_;了、':訟"グ

fホi翌日ぎ汝;うさごf，''7.':γ B  
耐 4 也オー

二車白).~宇地Il画監理に於ては名勝地 旧民地， 古墳墓地事を除くの外関係土地の全部を笠理施行主主区t二河

人すること

μ)静伝すへき紅白の措a7.1工宮j1j特の跡地 兵力J[の他1江1i!t:2跡地はTf去:?ff.mi1~. 公園 )Çの他企共

地に克つるものの外之を市街宅地と為すこと

(5) 土地区画盟主E路行の!.l~~宅地図肢の減少するものに討しては )lの刈すの一日jl:!'.之を無償を):Jて従供

せしむること

(61 市街地の官民を亙け， 豆芋迎賓坊の也摂を促進するゐ土地区西空l'Iに於てに迅企画12の!:'il'Iを行う

こととし生理司自汗を容易ならしむる品;z要，こ広じ小なる京!:jiこ'.;/してに1さflを附してE宅地を空付 L

~.\に大なる世地に付て 『士 )Çの減歩を大ならしむること

(7 1 土地区西空理の1'';行士 ';'i.'b ならしむる為 0J~日".代行岡山、，(j，I，:: して U:~t~..: r.1!j，;j f.z 'I' :::nを経営せしむ
ること

6 ~~~跡地に討する市立

(1) 土地区遁生四日i斤区と王内町日功 !ií. U，排出fこして公共団 t~;こ於て主だ穴収しみらざるものに liては区

凶~理市::;，の施行をむ，fl.ならしむる品関係~宍閉山をして之~"収せしむること

位}日均五日日跡地にして区自主i:E担li区民外4ニコうるものL主投主!色4二非らざるi'J.itiにあるものはおriiJtlilli

k 巴~\.~うるものに取り r~s~.共団刊をして之をπ"iて亡しめ江町民!'I;ニ :.r てに白川l より叩!IJJ金を交付 F
るよと



l1f-6. Iのつつき

7 iI' !il 

:11 市託生の不l;".~ . 保~~坊主を強化 L 5:主主主にお寸るm宅計百に m:z して市街地日空行の荷造設~~i;こ

l却する三百を強化し併せて之が指辺を仔うこ ζ

:2) ~市部D.;方大，;i;:に毘する主主区『こ於ては空字注霞均以外司法案行をf止するここ

(3) Jtの他の地区に於ても呈牢立案~'.以外の迎宴持;二)1:の~ in Il 構造Iニ日にする長(:f:.をぽ frr;こし出来 1'J;る

回り之カ白;;1穴住を;:l;むること

w 出華括管〈地内の空地を迂保する 2己注 f玉率。こ:~するちJàを強化すること

のI~，手G需物の也築を促遣する為之が有効なる劫e主の方途を講ずる と，百二堅牢辺;.l;坊の也事上町必要

iこ正〈同一ii]:;~内の土主主の収用の自主を訟くること

8 i'主 の 執 行

世間計画:工攻nに"て計百を託;t~1 LJCの立?を:に圭りては出来月る忍り地方の創立を反収助長せしむる

を主眼とし之。こ甚きて~行ナへき事"'は成るへく市町付長 (ifé京都の区の存する区践に!ナては東京都長

官)をして之を歓待せしめ市町付主に於て執行すること囚 琶なるものは府県知事をして歓待せしむるこ

9 li1興計画事業費

(1)阻興計画事業の費用i工去共団体の負担とするも公共団体の財投に於てi't担に堪えざる部骨にetては

国庫より補助すること

ω丑共団体に於て負担するn用iニftては其の一日を1理:iE区以外の住民をしてi't抱せしむることを得る

こと

ヰ!口1';丑共団体の負担する恒mfこ充てしむる為政筒口伝利資金円借過をな Lll)Cの利子'!;の箔じをl¥すこ
z." ，.~車 ~J_:語、~~ 2 

みゆ吋宇 命拾白 O:~k':;í 一 -_'. . 



百科6. 2 戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針

戦災復興都市計画の再設討に関ナる基本方針

(昭和白年6月2-l日 間訴決定)

l>克也担興都市計画の基本方針については. 昭和初年12月30日間設の決定を見たのであるが ヨ下町Z

情に!!:;l，.経1情9原則の線に即応してそのー百lを次の告lJiiこより沼泣 L， 古:市復興の速かなる完遂を)I)J寸一

一(;~.石ぁ ;ζ

て 二 記

l計 画

担興計画については，交通，防災，保詮上必要なる限度に既定計画を改変して 辺築物等の計百制民

を量和するものとオる。

111街 路

幅員のはなはだ大なる街路(俣ね30メートル以上)は， そのw裂性並びに緊要度を勘寂して通告に

一二回する。

、. " -ω丑 園 緑 地
_.."..，.，' 

〉えユ"'毘緑地は，児童公園.運動場にilt，!!:をおき 1 既定計函を適当に変更する。
でυコー旬、去 宅 一 、 一 ーー

' ，;t~Q)緑地は，'t'け地 ， 開地等で建築制として不適当な地成。河川，柑専の沿岸地で。日開，

G空調肪水利上空地を必要とする地続並びに密集市街地内で特に防火併を必要とする地域等に亙定する。

2 阜毘都市における建築制限の緩和

去四戸21勺月15自 動 令 制9号の一部を改め，その適用仕組問理事業区民ι限るものとする。

ぬ'lIi~r，;存禁 -，，，<[Jル ー
品格~樹、
噌'11:てお宮d 言 '
議主司自，宇!I~，'z;:の杏号により措置し，事業り速か tí ::::.闘をはかるものとする。

111 土日区画~Pll:!，限見区民中主活。消防 防止上村に~!I!せらるる区岐に呂り且i汗する，

ω 世主の比校的位少な ~rîj~:工事lU!且iの図置な ~ífiについては. 市;;:;:J:!去の方法をrIJil!:ニ考:在 L，

世間 i':\\円高回を圧縮する a 特eこ事主が~捗している ûßrliに吋しては. 特別な財沼市立を時:在して!!l

l'l'I':liの促進に托する，

131 土地の現況にf'Eぃ，僅力訪件!1伝をさけ， 地下-'1.E:拐事町民"功lF;z，これを利問Li:)るよう設汁

"邑め工法を工夫する。

14) 目見広市計画上下水道'i>J1については， 既存のものの活用にE点をおき 産主，保>1， lIi史上必盟

~小'!!læの主[叩，ことどめるよう舟;z;_する。

{由民間計画に属するPR;丘 tUi. i:E河事の，t酒 tこ討して;!.，土地区画~?JIによる m池町自伝手町;Îln
"年喧しなL、。

4 土坦宝酒生?1吃f千区民内において民地ごy.定地の指定士了したもの 立に工'1'出仔中のもの二ついて

止。布川としてr:t定方針二ょっ毘汗するものとする。

3 この7mこJJtき検討をhえた(;，，'¥'I':;;:! こ九を 5 7) '1'以内，こ~了 L:'~ るよう!日訂 ~~L ~~;;ずるつの
とする。

L この万!Lこ，，<'1<引を速か二羽在正予訴するた均 I 可 t :三行 I ニ '~}Ç i1f }1 t~;立 ~<."'i会(主仲)を 'L <。司と

， 0， 



1 ~災復興都市計画再検討実箆要領
質料6. j 

長良型輿罰市計画再検討実詫要領

(昭和μ年 6月白 5a設問市}
局長から苦都道詩県知事完 j 

今草壁t克直呉.'市計画の再民討a二関する基本方針念、決定さ~"L-:.ーが その再民討に当つては 基本方針の

亜Eに，11りa 次の要領により実法する。

l計 目

(11 街路

イ 信且甚だ大なる幹事主街話，こついて，工.高速6車線以上を干怨して計画されたもの，高連車線と湿

室長日廷するよう計画されたものEび美良上齢、"を詮位するよう計画されたもの事につい

員F宮タの可否を検討する。

大高?を目的とした街E告については， その担保を訪大地区立に準防火区践に指定し!その臼貝fこ

し九主 原則として 36メートんを保有せしめ 己むを向ずこれを筒少する冷合:!.Ou'J、:日30ノー

'--0鹿緑地については . ir\夜釣な配置計画4こ;;~してその位E主C'jこ茜 fえを下記。こょ っ日..，する 3

一ィ ェ地の司自利用計画を酌量して~更する。

;ロ 計画主域内 s二塁牢詮祭坊が~"A'=する場合に そ丹市途を考ぼして~更するコ

2 車~~tl'ì市における il築 ;;l'l!の~和

(11 盟主都市における達者õl舎の討段己認する件(昭和 21 年?主令~ 389号)の弓用z以セ二三s国主忠lC
込」・、

二棄を施行する区誌に限定し。その区町トの芯市計百倍去に必要と主公明町辺実自足，_. l.!.'市計百法抗
一、」

11長， !iH15長の 2li.U市街初ie築訪法;，¥29;主り 2の規定の3m;二ょっこれを盟ねするつ勾ニする。

J目 úliill領訪町許可基 i.:~ のうち 床面試の，;'1.:a丘 i."，"i2!..~面白のさ" •. ~斗ジ主iP. iill 試の京ユß:s.;こじする

一三?比平の制尽を削除する。

3 事 、'"

(11土佐区画生理事奈の庖仔Eヨ二 IJ;(苅として宗 1，火先行三註 ζ する也氏こより n己主 3える。

イ 長E主り也区 主主t定割込町民E至上編入した立区など l工原則として一τ外するa

一土坦区百生理『こよる宅忌fStú丹治追平が苛るしくまく主計を日:i l して 9 なお~. s立の辺~Nl :rt企を

三 r必要とする地区は挨タトする。

ケJ 換地予定地本指定の地区で， その緊急位互ひ旦i汗能力，二日 L '.主外ナるを辺当と'''，うら礼る地区
_'，C:司

二 ?~~._I~除外する 。

3 日Jω .J息地予定地の宋指定又は工市元、J，手'"区域 lニ釘ナる土地区画盟理η'̂ 計。工 なるべく主主近訂以び
~..;"~'~":C:;.r.~.: 

話孟李主下埋設訪J河川，水n:，鉄道!i.U軌道を[}.t.l:することのなしょう 工夫し変更ナるa 包し広;込山1VZ
指さ~芦そ.
事~!ヱ換地予定地た住築した也物が吾い場合;工 既定の訟計士昨置する。
~~-~"".~ .ι''-'"'".:.: 

手131ム換型干地定町市定を了した区以内において b 現地投地;<:1ヱ当τI【苛1"1町山1によるm-三虫干j町交史
す_' -.;:o.'~' " ; -， ;~ 

;;殺事民二ι?~ 径力拡坊の例2;0 ;1.) :l'l fil 円筒ι的Q"~16 ，:)

264 



資料6 3のつつき

，.: r:::-三至宝~
E三白)三計百り変更の詰ZE 換地E主計をl(l[する描合;工，出来 I~ る限り変更箇所を小J週四に止める。 なおニ
デτ..弘~，，'~-;-.. 

記還さり変置によってーあり関係の換地のみ地換地となることを涜けこれを自宅地割笠地として長官する事の
真:Cr.if.~l.l，場守二τ J_""' ，~

務措E開ガロ主主ザ，寸日

による用地り留保軍司市置はおじな"0
日}今世田口5箇年以内に宍錯する見込のない鉄辺， 軌道r::Uil!i司曹の位計に対しては.土地区画盟理
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資料6， 4 
戦災復興都市計画の促進について

転災証興郡市計画。促進について

(昭和白年10月4日 閣議決定

睦虫担興百a市計画に関しては. 昭和白年6月24日限設決定の「較災復興都市計画の再検討に関する基本

方針」に基き聖主復興対策密議会に言問の上得られた答串 4こより 強力に位進し 都市復興の速かなる完

韮を閉するものとする。

1主主但興対軍室長会菩申密

昭ま，24年9月23日

鞍災復興対策担E議会委良長 益 谷 秀 次

建設大臣 主 谷 ヲヰ 次~

~ìêi~睦誕阻興都市計画の再検討に関する基本方針に1f.<再検討の結果別伝の湿り旬開告設します。

4KE畑町晶画事業再検討 結論
Jお めh

路睦毘担興郡市計画の再検討に関する若本方針(昭和白年6月白日目l議決定)並に較主股間抗市計回再検
?〆川、"，"ドー
ま討型施要領(昭和24年 7 月 9 日戦災復興対煎協議会決定)に基き在~m Jì IJにその計南北にτl'去につき再検
ぜ 明宮占ム ロ

~%討ビた詰果概ね次のような結論がf~ られたe
Eドザ';-i~;;.'; ・，-
I"1 計 ゲ函一
主iν 小三! 再~.~f.
内(1):街伊~:.4 路 L :九も f午，

~;;[; i;街路計画11:主として広幅員街路の傾貝について訟討した。 その結果偲0.1凹メ{トルのものは従来16

路匝ヵ，4路践に， 44メートル乃至80メートルのものは 128路線から65i長岐に。 30メートル乃至43メート

Vレのものは 491路線から 456路線に混合、した。

而して幅員30メートル以上の広傾且m誌の合計は 635路線から525路線に又昔、した。

ω丑図。緑地

公園緑地の計画については出来 f~1 る限り筒皆、することとし I 特に院政り京Eのj;い去虫t王位或l工、i7

勾択の臨地で広間口街路と置箇のさらレのあるものは之を&'1止することとした。 IE耳-:r;;:につL て見れは

再出討の結果~面広において約 4∞万坪 刊，.円筒二レ士見ることになった，

。 L~土地区阿佐理市l'来施行区以

世興土地区画~J里町施仔範臨は従来全国 11S ;-;f，市『こっさ函 f江 1 [.!!iであったが 5白年計河に於てに抗

市政について事業の概ね完了した30都市を民主85芯市! 市長国民zこ治て77，416千汗 別に平氏!文化抗iii

一時として随行すべき而仰 152千lf. iJ.;~~;nT~(liì'lLr として犯行すべき前日 3 ， !:OO千円 Jtf5，明

主ヰ時王忘ミζー

、但ト右によって除外せられた区域中にはこの'1'"と， .-.:~尽な出迎円ある区ほお l P:E位の処れのi同区;'.~

IJ叩子生理施行を必要とする区成も古ま1 ておるので I こ孔らの区成iにの P紅茶完成後文1工仕定引

興耶量以外の別主主事x;によって引続き立は併行。~J i二突出せら.rUlはならtn であう'}" ~:Ê って土地[主的i

監理のも~来区民の変直に抗ては月'1に怯討を加九世3!~ll 柁 d:円丁一試さがとら札ることに仕る。
，，3: 1f' ':， 針。 it

."!l"'W葉町は日rW{l{'::'1干のl.V:Uilにつき従来I'J5<10 !>i.PI刊す日定であっtc"・!日記F抑制 設計

計百時内古川町検討のむ白札 靴史的札仰と L川て討r約叩山'J花川lρ仰附2刊川9町G.5山[位ω♀~F山I円τl ヰ平判F可~'èZ幻1化叩ヒ叩侃rJ. íh市川刊1汁岬可事問【喋明菜(鞍帆t虫且但問興「閃占係の
鋭地み列)~と;長長蛤f仇5ゲ5位円 港r.; rnïlj~wn.l耶問1味;{i (伺叩川同川川」υ)と

;説主ま訟:氏E5筒C:;¥11斗年叩!ドミ哨目間1に緊m主怠1控f侃日を叫嬰する引叫:可l問内む仇をi航仕悩選Lた結叫臥見来Eであつ引て' この平副闘の lい

疋怨F主恕工雪ためには ~W)町 2!迂門町民京来四を聾する干定である。
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他行範図の箱~、'並に事業内容の検討によって従来 25'.31迂円であったが

し;.lf2ほ円となった。

可とする堅牢建築物 鞍主焼残り建案物又は僅かな鉱回道路上にある注察物等

の醇匠孟に之に伴う豆地工事EびlTIi虫補償金の支払の一日11土このヰ(;;;!'1の範白舛となったから之専門

市主11佳年度に引泣き実路せられねばならなL、
市E自の節減せられた主な内訳は次の辺りである。

イ瓦殴の刑昂工事を大区市町一部を除き別途'1';巨にしたことによる節減 約10.51皇内

o '(õJ色町並地工事を在~*路町埋艮 L ， 土地の切均し苧止むを仰ないものに限定したことによる町

民主に伎年度実箆の也均惇転に伴う生地工引の以'Jノによる由民 約包 2[~門

，、 E牢辺訪， 提残りi]~拍其の他[圭年度出仔に;在った臣陪伝<1l;カ戸位の節減 (4叩戸)並に街路，

丑国手のn計の変更 換地設計の変更干による要!)'伝戸置の釘ほ(約3凹戸)その他.'I!住tJ:伝， 基

地!l'転手の訴すによる節減 約18.41'迂円

ニ用地の涼'"補償金町一部支払を[圭年21;こ3!忠することにしたた均の節減 t守303(:こ円

ホ E威信:打二作う註定刻'11.，扱1世mn:i'ut他-U1"i，段の節只 1']9.9!主門

(由師路事~

工法は従来ともお罰工11砂利政I 防mに木，.~として史小限度のJ十回であったため工法に tÄlしては怯

討の余地がなかった。区回生理先行地区町m~レと設計の:rr:~iニょっ i 約l弓出 (13.8IQ円)由法した。

間河川水路事業

民地指定に支障を来すもの孟に排ホ上己むを仰ないものの人を汁上した。 f，'，j 在来のホ~;~を停力 ~:l m

ずるよう検討したため約 50%(10.4ぼ門)罰法した。

白JJ(出事業

在来車誌の改箆に rtt 換 i~~古7之上支障ある移設工事のλJtとした。 従井~f1 3インチ以」のもののλ

を計上したが 3イソテ以下のものであっても王7i'となるもの!ニJtJずる t型冷 あるので迂只， 、~:n:'l

とも増額を来した。約 9% (O.3tさ円)

自;fi~塁{宙事業

置計のE更によっ距刀!J::;;:士宮くしたため I'J28~~ (0. e[主門)釘えした。

161 位 ilî.\ìiî~(;;;

民地指定上主開あるもの並びに街路の片側怯日に作¥，rj心移設をまEするもののうち， 特『こ交通上主

開あるもののみを計上し 約28~' (3.41，:門)節託した。

川公共空地耶来

下記の方針により怯討を加え_'I(:l"irlの節以に腎1Jした。

イ IlU也の畦保tこE点をお〈こと。

ロ 問 I~な生地と最小毘度町出訟を行って一応利用にi且憾なからしめること。

，、市~nt児 lìì0院の!:，: (Çù に!ll !.'ó をおき大人の利111する辺ih rJ;.! ~} IT)~f!き 11n~l~な自民に"めること。

以上の方針に1μ 、てrI1li喧し仰た企矧は531~円である。即ち当初Jt河の約 15百円 10(~内となった。

(81 上水道耶主

巨画世理事業に伴う土木竹町岱設に限定 L， 区画生庖面院のr.;ijレ並に拓力既設11を利用するように

白計内容を倹討した詰;1":既定計画の14ガ (8.7(，迂門)の節減を来した。
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6. 1. 2 特別都市計画法等

戦災地復興昼本方針に基ついて復興計画を制定し、その事業を行なう手段と

して 、戦災都市において復興土地区画整理を実施することにな った。しかし 、

事業施行の板拠法規たる郎市計画法はいわば平常時の立法であり、このような

大災害を予想したものではなかったので、戦災地復興基本方針に則って復興都

市計画を実施するためには不充分であるとの見地から 、特別立法の必要が認め

られたのである。よって 、必本方針に基づく必要な事項を法制化して、者g市計

画法(大正B年法律第 36号)の特例として、特別都市計画法(u白羽]2 1主!og月 11日

公布)を制定するに至ったのである。ただし、特別都市計画法の適用は、戦災

都市のうち、同法第 i条第 3羽の規定に基づき、主務大臣たる内閣総理大臣が

指定した市町村に限られ、また、特別都市Hi函を実施する範囲は前記指定都市

の行政区域内とされたのである。

特別都市計図i法 第 l条

この法律は、特別都市計画に隙lし、都市計画法の特例を定めるものであ

る。

この法律で特別都市計画とは、戦争で被苫を受けた市(東京の区の行ーす

る区域を含む。第 18条を|徐き第一 2条以下これに同じ。)町村の区域によ

り行ふ都市計画をいふ。

前項の市 IHT村は 、主務大臣が、これを指定する 。

特別都市計画事業は 、行政官庁は、これを執行しない。

その後、昭和 21年 10月 91=1に前述の特別都市計画法第 l条第 3項の規定 lこよ

り、催災都市 215余 りの内被害の極めて甚大な都市に ついて特別都市計画を行

つ115都市(表 6. 1. 1)を決定したのである。

この特別都市計画法にあわせて規定された法律等には、特別都市計画施行令

(昭如 21年9月11日公布)、特別i都市計画施行規則(1昭和 21年 9月 23日公布) 、

戦災復興土地区間箆理施行地区内建築制限令(昭和 21'f-8月15日公布) 、など

が挙げられる。



戦災復興都市一覧
長6

市町村 名

尼埼市，芦屋市. ~耳l影町，泊笥~i

~.~足村，エE山村，住吉村， 本庄付

和歌山 和."山市r:-:?;高市，民2市，吉号室市.

lIl'i南可

デr 福井市教又市

島 広島市，呉市，福山市

山岡山市

口 下関市， 字cil市I~山市， 岩富市

取境町

川商法市

島徳島市

媛 松山市，宇和島市，今治市

知高知市

同 福岡市，門司市，八信市，大宇宙市，

久留未市，若怯市

埼長埼市，佐世保市

本 熊本市，荒足市，ホ俣可，宇土可

分大分市

崎 冨埼市1 廷両市，都足市，高i宮町，

f由津宮r.宮島町

民児島鹿児島市.}I[内市，串木野市，阿久

俣市，加治木町. 比埼~T.山川可，

垂水町，東市来町.e之表町

読

書

新

山

霊

酔

巨

三

<( 

~道府県名

長

院

大

宮

笥

広

岡

山

鳥

者

恋

愛

高

福
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三五五一一石町 村 名

I~道陣可s 釧抗函詑市， 本別町
青 森 l 青森市

岩 手釜石市.宮古市・盛岡市，花告可

宮 是正仙台市，塩10;市

福 島 t~山市，平市
東 京東京都町区の存する区校，八王子市

再奈川横浜市.}I[崎市，平海市，小田原市

千 葉千葉市，銚子市

埼 王熊谷市

i}i. 妓 フド戸市，目立市.高萩言r.岳民2T.

畳f甫"T

木宇都宮市，箆沼市

馬 前橋市，高埼市，伊努崎市

商長岡市

梨平府市

知 名古屋市，鎧橋市.一宮市，同母市

岡 静岡市，浜松市，消フド市，沼津市

阜舷阜市，だ:A，市

霊 1 津市，四日市市，桑名市，字治山田

l市
富 山 i富山市

大 阪 !大震市，堺市，布施市

兵' 陣 i神戸市，西宮市，姫路市，明石市，



復興事業の実施につれて 、法 律上 の 不 備 、 あるいは他の法律との関iili等にお

いて逐次改正を要することになり 、昭和 24年5月16円、昭如 24年5月31日、昭和

何年6月4日の 3回の改正が行なわれた 。 さらに 、昭和 29年 5月20日に土地区間i

整理法が制定公布されたのである。土地区画務 理法は 、従来各種の法律に分散

規定されていた土地区画整盟に関する JJr項を集大成して 、 tj1111立法としたもの

であるが、 この施行は昭 和 30年 4月1日とされ 、 この日において特別都市計画法

は廃止されたのである。
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6. 2 戦災復興計画の概要

昭和17年4月18日、アメリカ空軍の日 25により 、東京が空襲を受けたのを附

矢とし、本絡的には昭和119年頃から終戦迄の約 2年間 、広島 、長崎岡市に対す

る原爆投下を含め、日本の主要な都市は空襲による大きな被害を受けた。その

被害は、都市数にして 120余、催災面積は約 6万 3000ヘクターノレ、催災個数は約

130万戸、桜災人口はが， 970万人に及ひ 、戸数では 、内地総戸数の二割以上 、人

口では総人口の一割強が催災したことになるという甚大な被害であった。昭和

10年8月15日、日本は述合軍 lこ無条件降伏し、さしもの長か った戦争も終わる

ことになったが、政府は、戦災による被宮の復興事業の推進を図るため、昭和

10年11月5日内閣総理大臣の直属機関として戦災復興院を設置し、戦災地に関

する復興事業の立案とこれに基づく復興事業の推進を行なうことになった。同

11月30日には 「戦災地復興計画基本方針」が閣議決定された。また、 i況に都市

計画法があったが 、これは平常時の立法であり、戦災復興のような大規模な事

業を予怨したものでなかったことから、関東大~災の帝都復興事業における特

別都市計画法の制定の例と同様に、特別立法を行なうこととなり、昭和 21年 9

月10日、特別都市計画法が胞行されたのである。この特別都 rlJ計画法にもとづ

き、まず1I/.l和 21'f-1 0月9日に権災都市 115が指定され、その 1mrlJの焼失面積約 5

万ヘク 7ーノレと、これに関した地域を含め 、約 6万 5000ヘクタールを施行面積

として 5箇年の継続事業として事業が実施されることになった。

その後、戦災復興を所管する中央の機構である戦災復興院は、昭和 22年末の

内務省解体 lこ伴い 、翌昭和 23年 l月1日から内務省国土局と合体して建設院とな

り、さ らに 、建設院は同年 7月 10日建設省とな った。

ところで、このような大計画の下に出発し 、建設省が引き継いだ戦災復興事

業は、インフレの親展 、資材調達の困難、技術者の不足、住民の 反対等の|治路

に突当ることになり 、昭和 24年度には施行商績が約 3万 3000に縮少され、数者1¥

市において 、事業が中止されることにな ったが 、さらに、同年のド y ジ ・プラ

ンにより 、計画はさらに縮少され 、その早期収束が進められることになり 、6



月248、戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針が閣議決定された。その

結果、計画は、事業のおおむね完了した 30都市を除き 85郡市、 J/ill行面積約 2万B

000ヘクターノレに縮少され、昭和 25年皮からの 5箇年計画とな った。

戦災復興事業は、この縦i少された計画により実施されたが、 I1Ji./~は予定通り

進まず、長終年度の昭和 29年度にいたっても事業の収束が困難な見通しとなっ

た。このため、明和 28年8月には建設省に「重要都市盤的 対 策 協 議 会 」 を設け、

計画をさらに再検討するとともに、 i昭和 29年度から道路務備財源である j軍発i111

税を戦災復興事業に充当するなど 、戦災復興事業の収束のため の努力を行なっ

た。また 、昭如 30年4月特別都市計画法は 土地区画整理法の施行とともに廃止

され、戦災復興事業としての土地区画整埋は、発展的に、 土 地 区画繋理法によ

る土地区画整思事業に吸収されることになった。

このような経緯によって胞行された戦災復興事業は、最終的に完了した施行

地区面積は 112都市で l万9400ヘクタ ール、都市改造工作業に切換え られたもの 34

都市8700ヘクターノレ 、(也事業で施行したも の等 1000ヘクタール 、合計 2万9100

ヘクタールで、当初の計画の 44%が整備されたことになり、戦後の都市の発展

に大きく寄与することになったのである。
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6. 3 戦災復興都市における街路計画の特徴および思怨

6. 3. 1 基準等に見られる街路の全体 的計画 ・設計思匁

前m資料 6. 1 の戦災地復興基本方針にともなって新たに各種の都市 ~ I 画標

準が示された。すなわち 、昭和B年7月初日の都市計画法に定められていた都市

計画標準に検討が加えられ 、 「戦災都市における都市利用計画の設定について」

のほか 、街路 、駅前広場 、緑地計画標準、緑地地域指定標準などがきめられた

のである。ここでは 、戦災地復興基本方針 、街路計画様準 、緑地 計画標準にみ

られる特徴について述べて行くこととする。

(1)基本方針にみられる特徴

戦災地復興基本方針(資料 6. 1)では 、 まず主要施設の第 一 に街路があげ

られていることからも分るように 、都市計画において第 一 に重要なものと身え

られていたことが分る。

内容の第一項をみると 、 「街路網は都市衆浴の性格 、規模並ひに土地利用計

画に即応しこれを 構成するとともに街路の 椛想においては将来の自動卓交通及

建築の様式、規模 に適応せしむることを矧し兼ねて防災 、保健及美観に資する

こと 」とあり 、 ここに明示されている防災 、保健、 美観の思想 のほか 、都市の

性絡等に配慮して街路椛成を考えるという 、都市の骨格形成、建築への配慮の

恩怨を読取ることができょう。またさらに第三項では 、 「必一変の箇所には幅員

50メートノレ乃至 100メートノレの広路又は広場を配置し利用ヒ防災及美智Jの構成

を兼ねしむること 」 とあり、ここに明示されている防災 、美観のほかに 、都市

の主要な部分に広路を設けるということから、都市の主軸の構成と言う考え方
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を読取ることができょう 。

(2)計画標準にみられる特徴

街路計画標準を資料 6. 5に示す。戦災地復興基本方針と問機の記述が 、街

路計画標準の方針の第 l項と第 5項にみられ、また第 4項には補助幹線街路に

ついても近隣生活圏を構成するための配慮について記述しであり、出IJJiで述べ

たように、都市の百格形成 、防災 、保健 、美観という思:怨を読取ることができ

る。

設計の第 l節では配置について記述しであるが 、 その第 7現に 「重要公共施

設の配置計画に即応して広路又は広場を配丘し都市の防災並びに美観に資する

こと 」という記述がある 。 防災 、美観だけではなく 、重要公共施設と広路、広

場を関連させ、シンドノレ性を高めるという考え }jも読取ることができょう。第

8項では 「街路の配置にあたっては視在日を重視し建造物 、公園、山桜等を背景

とする美観道路を配置すること」という景観のみに対する配慮と考えられる記

述があり 、 ビスタ構成的な 、遠景も含めた街路景観に対する配慮がうかがえる。

また 、第 9項には 「鉄道 、軌道、河川、水路沿には沿線の利用上支障なき限り

相当幅員の街路を附設すること」とあり、鉄道 、軌道、河川、水路を守るとい

っ意味での防災のほか 、 これらと 一 体に街路を設計することによってより広幅

員の防火帯をつくるという防災思想も読取ることができるが 、特に河川 、水路

については街路を 一体にすることによって 、街路と水辺とにつながりをもたせ

るというアメニティの思怨も読取ることができょう。

第2節の線形では 、第 1項に 「地形地物に!順応して路線を選定し不自然なる

直線を避けること」という記述がある。もちろん造成の量を少なくするという

経済的、技術的な怠昧があるとは考えられるが 、 これはいわば景観に対する基

本的な配慮と考えることができる。

幅員の節では、まず付図として掲，1指されている戦災復興都市計画街路標準儲

断図lこ着目したい。これをみると 、街路幅員 36m以上のものについては、いず

れも側道をもった横断図が渇載 されており、側道(緩速車道)は 、戦災復興特

lこはか なりポピュラーなものであったと考えられる。緩i車車道をもった彼断面



情成とすることは、もちろん緩速車を分離し円滑な交通を保附するという意味

もあったものと考えられるが 、仰l方分間世帯を設け 471J植栽を施すことによ って

緑豊かな街路空間をつくるというアメニティ思想や 、 471J植栽複断面の横断面

構成によ って格の高い街路長観を創出するという考え方もあ ったものと考えら

れる。また、歩道の直近を緩i車車道とすることによって 、歩行者 空間のそばを

自動車が高速で通過することを避け、歩行者の快適性を煩わないというアメニ

ティ思惣も読取ることができょう。

また、幅員の規定の中で、駐車線の幅員の規定が、平行駐車、直角駐車の場

合にわけで記述されて おり、交文点、及広場の項でも 「業務街盛り場等交通の稿

核する箇処 iこは駐車広場を設け又は駐車路線を配置すること 」 という記述もあ

り 、戦災復興時の街路 ~ I 画においては、駐車ということが意識されていたこと

がわかる。

交文点及広場の節では、交文点 lこは広場を設けるという第 l項の規定に引続

き、第 2~ に 「 街路交文点、広場については交通整理を行ふため必姿なる施設並

びに美観を考 慮し其の形状、大さを定むること 」 という規定があり、交文点広

場の設計においては、交通処理と同様に景観に対する配慮が記述されている。

第3項では循原式交通広場についての諸元が記述されており、ロータリー交

叉点が標準としても認知されていたことがわかる 。 ロータリー交叉点はやや交

通処理能力としては信号交叉点よりは落ちるものの、街路景観 lこアクセントを

与える 、ビスタ構成のアイスト y プとなる、中央l与に櫛栽等を施すことによっ

て街路空間のアメニティを増すなど、交通処理以外の機能をもっている 。交通

量がそれほど多くはならないという予 測もあ ったかもしれないが 、標準の中に

わざわざロ タリー交叉点の記述を入れるということは#ff論流行もあ ったろう

が、これらの交通処理以外の思想が存在したと考えることができょう 。

また、第 5項には 「鉄道、軌道の駅前には交通量に応じ且美観を考慮し充分

なる広場を設くること」とあり 、駅前広場の設置が記述されてお り、その配慮

点とし て、美観に対する配慮があげられている。駅広場設計標準が定められた

ことと考えあわせれば、戦災復興街路計画においては、駅(前〉広場は重視さ

れており、その長観的な ill~ 性も認識されていたものと思われる。

第8項においては「橋詰には充分なる広場を設くること」という記述があり、

- 276 



特にその思~的な背景については記述されてはいないが、橋の視点 I誌を形成す

るという景観的な考え方のほか 、いわゆる広場としてのアメニティ思怨も あっ

たものと ι恩わ nる。

その他の節では、付属物、占有物について、第 I項、第 2項で 「交通信号機、

信号培、街路照明設備、消火絵等の 工 作物は路上施設I也市又は植樹干誌に設くる

こと 」、 「派出所、公衆電話、郵便函、変圧器 、地下鉄道乗降口、横断地下歩

道出入口 、公衆便所等は道路外に設くることとし止むを得ず道路上に設くる場

合は交通に支障を生ぜざる箇処に収用すること」との規定があり 、もちろん交

通上の支障を避けるという意味が中心であろうが、街路景観を繁雑にしないと

いう考え方もあったのではないだろうか。と くに第 3項の 1m線電縦は地下に

埋設し電柱を整理すること、止むを得ざる場合電柱は主要街路以外の路線の路

上施設地帯に設置すること 」 という規定は景観的なものが強いと考えられ、ま

たここで主要街路とそれ以外を区別していることから、景観的配慮についても

主要街路を区別するという格の重視の考え方があったものと思われる。

街路計画標準では、その配置、設計に引続いて、街角努除様準が記述されて

いる。帝都復興に おいても街角男除に ついての記述はあったが 、街路側の設計

において 、沿道 lこ対する制限が記述されていることがまず第 1に注目できょう。

また、街角努|徐の理由についても、交通処t型的なものが中心であろうが、交差

点空間を広くとりア メニティを保障する、交差点建築の正面性を担保しかっそ

れを見るための引きを与える 、街路長!Dlにアクセントを与える、などの考え方

もあったものと考えることができる。

つぎに緑地計画標準について簡単に述べる。緑地計画標準を 資料 6. 6に示

すように 、緑地計画標準は 一般標準、公園計凶標準、公園道路 ~I. [iIlj標準、墓苑

計画標準にわけで記述されている。

一般標準の第 l節に計画の目的として、市民の保健、慰楽、都市の美観、保

安とあげられている。他の項でも、保健と慰楽は必ずとい っていいほどあげら

れており 、美観についても修景という言葉であげられている。また 、配置につ

いて述べられている第 4節の第 l項では、防火が上げられており、街路計画標

準と問機、紡災 、保健、美観、 l古楽 (7メニティ)の考え方があったものと思
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われる 。

配置について述べられている第 4節の第 4羽には 、 「沿海 、沿 JI[其の他の水

辺地は船付場 、f可j易i易、倉庫支の{也の公共用地の外原則!として緑地となし 一 般

民家の使用を認めざること 」 とあり 、水辺を公共の場とし緑化することが述べ

られている。街路計画と同様 、妨災の 他水辺のアメニティの保障という与え方

を読取ることができょう。

また 、第 5項lこは 「駅前 、交通安点 、精畔、 主要建造物の附近及其他市民の

鰐集する場所には街路計画と相倹って広場を設くること 」 とあり 、街路計画と

問機、駅前、交通要点 、橋畔 、主妥建造物に広場を 附設し 、 ゾンポノレ位:を高め

たり 、アメニティを担保したり 、都市民;在日 に配慮すると言う思想も読取ること

ができょうが 、 ここで注目すべきは 、緑地の計画において街路計 l而との協力が

明確に意識されていたと言うことである。第 5節にも 「街路には積極的に槌樹

帯を附設すること 」 とあり 、 また緑地を担当する戦災復興院の計画局施設課の

所掌に街路樹がある(街路 、広場は土木課の所掌)ということもあり 、緑地 、

公園と街路 、広場が一 体に計回されやすいという事情もあるが 、公園道路計画

が緑地計画標準に記述されていることも含めて 、戦 災復興時には公園、緑地と

街路計画がかなり 協力関係にあったといえよう。



置科6.5 街路計画額準

針路計百標準

9 鉄近.H辺.何川，水路局ニハ担保ノ利用上支

障ナキ呂リ相当細民ノ街路ヲ附:v.スノレコト

10 軌近ノ路指ニ於テハ街路上ノ屯車!1T返シ運転ヲ

定ケ「ループ」速伝ヲナシ 1~ ，レ担タ街路ヲ但丘ス
Jレコト

12) 絞形

冨l 方 針 1 地形地神ニM広ンテ路線ヲ逃定 γ不自眠ナルm:

1 1!1l'l!j;市ノ性格規民主ニ土地利用計画ニ即応 γ 純正予ヲ道ケルコト

合理的ニ幹線街路間ヲ梢氏スルモノトス 2 街路屈白ffiIユハ曲線ヲ叩入 γ連続線五五トスルコ

2 筒荏甫ノ儲成ハ新ナル情[1.ノ下ニ計画 γ既定計

画ユ拘泥スル要ナキモ庇霊街路ニ γテ其ノ改!ltユ 3 幹線所持ノ屈曲部ニハ半径 50メートル以上ノ

邑 y~大ノ経由プ伴フモノニ IJテハ之ヲ利用スル 曲線， 11中入 γ高速度交通支障ナカラ γ ムルコト

_-タ計画スルモノトス 13) i~ !l. 

31¥沼地下院近事ノ整備方子主1七ラルル明合ハ街 l 街路;長日ハ下..c車絞悶，占用指ヲ単位トゾテ定

見者，、之ニ即応 γ得ル;F.O(ヲ有セゾムルモノトス ムルコト

4 市町地ノ適当ナル舟草原詞ト近3寄生I吉国ノ階成 hL絞軌道 5.5メートル

ヲ目ル.-夕日前街話調ヲ包成スルモノトス 巾段軌道 3.0メ トル

5 街主計画ハ将来ノ自動車史亜ノ増大ト述築ノ段 高速車線 3.0メートル

式立盟国ニnr，応 γ且訪;足。保定，笑E望号'要京ヲ考 21送車線 2.0メ トル

喧γテ定ムルそノトス !平fT2.0メートルー-2.5メ トJシ
駐車線'

~2 ~ 計 I IT(lj 4.0メ トルー一一7.5 メートル

111 s1置 歩行者 0.75メートル

l 割近!地下位近東合自動車事ノ交通娘フ合ム 国樹市 3.0メ トノレ以上

主要幹器開話ノ間京ハ高菜""成及工業地妓ニ於テ 但 γ符fiノ場合ハ1.5メ

，、 5叩メトル以下位宮迫域ニ於テ，、 500メート ートル迄宿小スル=トヲ

ルは上l.C凹メート Jレ以下トスル=ト 目

国間幹詰問ノ間扇情葉地成立工業地授ユ於 安全足、バ誌面電車東開1.5メート叫上

テハおっメートル以下佐官地主主ニ於テハ 250メー l 前回~活安全島 1.0 メートル以上

トル以上503メ トル以下トスルコト 誌上告豆地.;;;; 1.0メートル

2 !(週件祖ハ憤Z語道路トノ!C:z.~所ヲナルヘタす 2 主要幹損街話ノ詑福員ハ中小都市ニ於テ，、認さ

カヲ γムル路町Eスルコト 4車泊以上7'f;!~Îfセシメ 36 メ トル以上，大昂

3 大畠市ニn'!テハ高玉主主連路線ヲlIe紅スルコ ト f打ニ計テハ高aI6車線ヲ町、IT七 γ メ 50 〆ートル

4 通過定通ニ I!G応^，レ.'t~廷路地区ヲ迂姐スル印辺 以上トム〆)Cノ他ノ幹線街路ノ如氏ハ中小包r1iニ於

ヲ配置スルコト テハ 25メートル以上大ι市ニ於テハ 36メート

5 空通"国，、佐沼トノ立体主主容 J)， ナル位低ニ~). ル以上ト久ルコト

時ヲ車定スルコト
3 flfi防衛路ノ間口ハ 15メートル以上トシ止ムヲ

6 長珪間ノ情mヲ架λル場合，，~隔'&JL ナル箇所 得ザル出合ト型住モ 8メートルヲ下ラザルコト

二自陣7選定スルコト 4 吾間歩道ノ 1i助制口ハ幹線街路ニ於テハ 6占用

7 iIi:聾 0~~施設ノ配位計画ニ !mré~γ テ lL:~~^..、広 幅以上トシJtノ他ノ街路ニ於テモ 4占JH同ヲ下ラ

'lJ'1<目 γ都市ノ vn足並エ ~ ll{ニ民スルコト ザノレコト

8街路ノ配置二当アテハi!Hl!ヲiIi:悦 γ 也泊1札会 5 t.ri f~~ 交互，.，.ニ於テハ安全地~i;: (屯111果限時)ノ

開。山，，\\，ヲ背景トスルn~道1~ ヲ配rnスルコト 設 u~~丘車合自動111 ノ停車事ヲ考(直〆有効話口ヲ::1
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え，"*6.Oのつつき

j:.スルコト

6 日雪多，.地方エ 7Yテハ必要ニ応シ〆傾日ヲli')大

スルコト

7 日面ト地盟函トノ高低差若 γ タ沿道ノ利用不克

丹ナル渇合，、其ノ区間ノ傾且ヲ必要ノ段度i.bi正ン

別ユ其Y両伺又ハ片回二段aノ国道ヲ設クルコト

何1EI 1; 
1 ~m閉路ヲ包宮スル場合戸ソノ活用ヲ巧[在 γ テ

広幅スルコト

21-'存匝霊訪ニシテ路圭回毘ナルモノアル場合ハ

出志向ル段リ之ヲ~タル釦ク主主情シ止ムヲ何ザル

埼合，、ゾノ部分ヲ!>!'Zトナ久コト

(5) "!é X.~守 Iì !;:;)~

I 件縄問詫ノ空互市ユ ρ 広埼ヲ;E".ケ宝i!能率ノ T，'i

大:7，ムルコト

2 密室主ヱ d広場ニ付テハ交通笠理ヲ行7"ミ必要

ナルヨ;!:i並エ笑民ヲ考r.!";"-其ノ形状，大サヲ定ム

ルコト

3 古書式笠通C::!~ノ中央島ノ丑小半径ハ 15 メー

トルi32路ノ車道ハ高速車線 2，伝送車線 1ヲ保

有セツムルコト ，t缶?6:f[訴追岳ヲ霊包シ交通流ノ

臼ヨヲハカ Jレコト

4 町日カ 5院以上空ヱスル埼合^'、攻達若ハ民向

立 又街 路

(l) r!::自ll. 1 事ス~カ将互ニ交互スル時合

11)¥ II事大路カ相互ニ又上位ノ街路ト交互スル埼
“ A ロ

131小児ガ恒互ニ文ハ上位ノ街路ト主主スルは合

〆仕ヲ開院スルコト

3 両話ガ鈍角主主ヲナス埼合ハ.:N宜捷路ヲ詮クル

コト

日4 図面

田市計画トシテ決定スルJ~合ハ陸地~量部地形図

吊尺 1110，0田， ν25，(削又，、空中写真測量図ニヨ

ル-ll国フ作成スルコト
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交叉ヲナス羽合，、適当ナル広明ヲ1'1.クんコト

5 怯辺。軌辺ノ駅前ニハ空迅Eニ正:γ且央政ヲ巧

思 γ充丹ナル広場ヲaクルコト

6 íí<務街盛羽:~交通ノ組頭スル笹口ニ山駐車広場

ヲ包ケ文ハ駐車白保ヲf2X1.スノレ=ト

7 交通ノ伺岐スル匹処ニハ!1i百主主下安j{jヲ;ail1ス

ルコト

8 惜詰ニハ充分ナル:ム:-~ヲ Z主クルコト

(61其ノ位

l 交通口り機，ロ丹 i~，街路間明設備. 消火盟事

ノ工作功ハ路上主怠主主;;r~/、出掛者?ユ19_クルコト

2 派出所i.'"京市話 ， g:宜~，交正苦， 足下鉄道

乗降ロ，杭踊主主下歩道出入口 I 去京宣所事ハ道路

丹ニ設クルコトト γ止ムヲ得ス造住上ニ註クル母

音ハ交通ユ支障ヲ生セザル菌処ニ収容スル=ト

3 電線11l涜ハ地下ニ"'詮シ屯E主ヲ盟理スルコト

止ムヲ fリザル羽音'i{!竺ハ王要!苛沼以外ノ詫員ノ日

上応在地';irニ:el:[lλ ル=ト

4 地下埋設扮ノ生理ニ γ歩考定スルごト

第 3 街角関係~~

l 街角ハ次ノぽ唱ニ伎リお~"スル=ト

但 γ持及ノ埼合ハ ;]Ijニ2主計スルモノトス

2 軌道ノ貯!白アル ~gニ品テハ s，:n .~白半三ニ 7己

|交互角 l交互 開 1 交 ヱ { t ;
i20宮 前 後 | 叩 笠 前 法 I 日空 前 世

6メ トル以上 Bメートル以上 10メ トル以上

4 メ ト叫上 5メートル以_t!eノート叫上1

2ノート N 以上 3メ ト叫.J 5メートル以上l



fifJs. ;;のつつき

戦災復興都市計画街路標準横断因

企主叶市 I怯材=1m

す?余計控当

陸上オ糸1

同法τ士会3z1寸つ校叶羽

日寸オでがら1

片対一オ 法羽
む b

なと;三亡l.<i-r-:"，<1
ll，l'1_.... I J I 川

H
-o-
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資料 6. 6 緑地計画領準

0 緑地計画標 準 イ普通丑隠 涯盟.運動民宜主戸数fヒ等

(昭和昨 9 初日削莞~';1~?)
載 XI!!興院次長通謀(抄) ! 

ノ用品供スルモノ

ロ 運動公盟 主トシテ五E動ノm.;:.供スルモ

1 -障理準

(1)緑地計画ハ市民ノ保毘，思楽及都市ノ柴問。

保安ヲ主卜 γ市街地ノ用途，空地ノ配分事ヲ助

:;;γテ樹立スルコト

(目緑地計画ニ長テハ普通去ll::.自杭全民.lli苫

丑彊，近隣丑図1 児童去臨.全国道路.広場.

闘闘椛，緑地{ir，芸苑Il.Jtノ他ノ緑地ヲ包含七

ハ 自院全国 主ト γテ自然ノ風光ユ接スル

ノ用ニ供スルモノ

(21 小企図

近民 ニ居住スル者ノ保箆. !è('!r，ノ m~v\スル
モノ

イ 近民全国 老若一位ノ保n.Ri~ノ用品

γム N コト 供スルモノ

(31 取見区坂エ対スル区主主内ノ緑地ノ所要面はハ

既存ノ緑地ト合セテ底不 10Y.トシ車緑地ノ有

揖，都市ノ大サ，特性，地況宰ノ実情ユ依リ緑

地ノ極煩，配丹ヲ考r.!γテ面回割合ヲt廿滋シ得

ロ 児冠全国

1 少年全国 主トシテ 14-15才以下ノ

児Eノ速動. !主(tノ用ニ供

スルモノ

但γ近隣企図亙児出企図ノ所嬰面白ハ1:2:面皮

ニ対スル面白割合ニ於テ IOY.ノ内 5:，トシ人

ロ古度大ナル地区ニ在リテハ l人当リ l坪ヲ下

" 幼 年去盟 主トンテ 11-12才以下ノ

児Eノ遊説. t文化ノ用ニ供

，レコト

スルモノ

川幼児0~ 主ト γテ学台前ノ幼児ノ主

ラザルコト t主ノ用ュ供ス Jレモノ

，，，ョト

~12 面積

援メ次ノ摂羊ニfまん=ト

(1)大全国

俗)緑地ノru::I1~当リテハ特エ次ノ諸~，考慮ス

イ 機能ヲ異2ユスル杏彊ノ緑地ガ菩々話去豆珪

ニ応4〆テ適当エ記分サレ搭互ニ有按釣連活ヲ

有スルト共二訪 ;'~~G重ノ倍a.ユ "11胃 γi早ル tコ

l箇所主リ 10rへタタール」以上トエ，但〆

3三.~~~. l'i~!i~方~~ノ符及ナルモノ円二ノヨ

タ忍定スルコト
ー-ーニ t二フス

コ

ス

ル

同

町

ス

利

但

円

ニ

廷

地

ヲ

n
q

uE

力

E

M

E

 

ル

ハ

ナ

一一坦

4MM

点
=

会

ん

一

坦

一

一

不

t

z

E

 

干

Z

ハ

迂
ニ

及

部

地

、

心

旬

凶

日

札

口

町

尼

崎
ト

ロ

ハ

(21 小企図

イ i王完全~ 1豆所主主リ 5 了へ Pタ ル」

以上トス

ルコト
ロ 児童去望

二 泊控室。 泊川"ノ位ノ水辺地ハ給付!~ . 7:fi晶

埼 fr日(jcノ他ノ壬共用主主ノ外原則トシテ緑

地トナ γー投史家ノ主用ヲロメザルコト

小沢間.交王宮市 橋-主要辺遺初ノ[付近

立JU也市民ノ羽毘スル均所ニハ街日:十回ト立]

l 少年0!f l1iJ所主リ 0.8rヘクター

ル」以上トス

" 幼年E国 l宝所当リ 0.5rヘクター

ル」以上トス

川幼児去白 1;吉iTr当リ 0.2rヘクター

ヤヰアテ広場ヲEタルコト
ル」以上トス

入七 γ ムルコト

日 3 訴設距疋

(11 大企思

イ 昔iiJi;:国 2 rキロメートル」トス

ロ ili勤;:'!li; 30分以内ユテ到達シ?!Jル距主主

ヘ大都市エ於テハ可~mノ詫ス沼リ緑地 河川

民)Cノ他ノ空地ヲ述祭七ル緑地.;;;:ヲ市内ニ喫

151 1~1~エハ院医的ニ出掛iir ヲ附設スルコト

(ti)盟主区民附ニ自主セル芯地ヲ生~!スル'(:必要

アル埼合ニユハ共同墓地7'ttクルコト

2 企図計画信準

日1 升 m
(11 大岳国

出 ifj居住昔主役ノ保健 f.-t 玉~，1 mニ供スルモ

トス

，、 白蛇去問 1時間以内ニテ到z主シ符ル!E

~トス

(2)小企図

イ 近隣o関 1 rキロメートル」トス

ロ児iU0悶

i 1-'年去問 0.6 rキロメートル」トス

。。



官'46 6のつつき

" 幼年全国 0.5 rキロメートル」トス

山幼児企図 0.25 rキロメートルJトス

河川，運河，大ナノレ同志功l.I:地(小宇佐ハ例

外)，空通頭祭ナル辺見事アル場合ニハ児!U:5. ."aii 

ノ誘量距離ハ之ニ依リ~~苦セラルルモノトス

但γ11-12才ヲ起ユル児宜ニ対γテハ此ノ

限ニ在ラズ

都4 配 置

(1)各回全国ノ誘致巨2:iヲ基準ト λ ルコト

(由季節ニ応ジテ保建，慰楽ノ目的ヲ達 γ得ヘキ

地ヲ亙プコト

口]緑地系誌上連絡ヲ有γ且ツ丹布ノ平~ヲ得ル

コト

仏) 丑呈ノ盛期ニ応シ日射，良向.位形，実主宰

ヲヨ号{芭スルコト

白)丑ヨノ利用i!l'.ヲ高カラシムル傑i2:l1スルヱト

(6) 箆~D:経営ノ容易ナル主主ヲ選プコト

(71 廿通去翠，運動公彊互小企思ニ在リテハ自主

ノ平坦主主アルコト

自5 境 法

(1)'公雪ノ歪計ヲ考慮シテ定ムルコト

[白遺書互信長ノ要夫ヲ包容スルコト

ロ) 抱使ノ主主リヲ有ス ルコト

(4) ;e培地ノ場合ニハ対岸ヲ吉メテ考 i~スル=ト

臼!局苔ヲ宅地ニ直宗セ〆メザルコト

日6 施 設

全!l'lノ団京ニて、ジテ次ニ宅グルモノヲ考~スル

コト

(1)大 E 図

イ 辺勤~，~，国道~. ~f宮埼，展望~~， ;t(~ 

~~ 野外罰ぬ，舟三;2:':-号事ノ思楽応2主

ロ 間島ナル動出羽田，ホ~、I!i]，医記長堅手ノ

壮{ヒヨJ詮

陸上長技場， 水泳場，球主主将. ifftミ土43，実

馬場!体育館事ノ述動出設

ニ 其ノ位全国一位ノ施設

[田小全 国

イ 広埼.音楽堂!動物舎等ノ思楽施註

ロ運動沿，ホ泳場!球怠埼， f'l力埼砂は，

徒渉地，児直遊故跨具亨ノ述動組長

ハ fl同国，Ill記長毘芋ノ世化且:..;.主

ニ 其ノ也企図一段ノ施設

3 公園週間t十誕慣準

主トゾテ散歩.荒川， トライブ専ノ mユVtスル

モノヲ司1ヒ慌ネ次ノ限準ユ{火rレコト
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mt配置

(11 0!li!JCノ他ノ緑地&il!Vi::!ヲ述祁スルコト

(目 白岸地又ハ波望地手伎界ノ広沼ナノレ地ヲ忌プ

コト

(31 tJ景答品ナル路線ヲ選ブ =ト

(4) 幹線街路トナルへク交互七 γ メザル=ト

!，g2 伺只

次ニ依リ定ムルコト

イ送 容 近 3 rノトル」以上ト

スルコト

ロ トライブウェー 6 rメートル」以上ト

ス山コト

主主車道ノ区別アル場合円安辺ノ姐日ハ fH~-:

3 rメートル」以上トスルコト

ハ自転車道 2 iノート Jレ」以上ト

スルヨト

ニ祭 間 近 4 rメートル」以上ト

3えJレコト

永 信樹守i7.0密近おノ外縁llJl歩道 トライ

フウ ι ー 索罵道ノ区別アル得合，、相互間ニ

ナルヘク閉樹剖?ヲ;tì:ケ其ノ t~ n.ハ 3 rメ ト

ル」以上トスルコト

4 墓苑計高原i竺

広 l 国民

l医所主リ 10 rへタタールJ[i宝トス

$2 配置

{II 市街坦ニナルへク近接セシ/メザルコト

{"I 飲料ホ，ホ道水源地ニ支舟k サザル地ヲ逗フ

コト

(31 到達ニ臣利ナノレ地ヲ逗フコト

{叫土質，地形。環境等ヲ考芯スルコト

(51 丹市ノ平衡ヲ得ルコト

{61 必要アル地合ハ鉱~ノ主主主ヲ有スノレコト

(71 施設 住畳及経営ノ容品ナル出ヲ疋フ=ト

抗 3 境岐

(I) 施設ノ主計ヲ考[担 γテ定ムルコト

(2) 造国且修景ノ要常ヲ包容スルコト

(31 地役ノ怪リヲイTλノレコト

(4) 何回ヲ笠地ニii1挺センノサルコト

!1¥4 民i P 有-":'， ~ 'i": 之主7

(1)径h占形地匝宣王位 納骨"1:t宇

(三! 苑路日i露呈地 (12面殴ノ印出以上〕休日所主

ニ古'fニ必民ナル出設

ロ] 火昨上品 非祭喝ヲ L千佐七ず-'"コト



6. 3. 2 戦災復興都市における街路計画 の概略

本針。Iでは戦災復興託， (iJ!設省編)の在日市編の地図 、記述から読取れる概略の

特徴を記述している 。

(1) 北海道

①恨室 IHT

~ ~一 類と 一 等 三煩の広路で T 字型にr!ï 街が分割されている 。 その他の街路

も含めて 30 0 m程度にr!Ji討が分;切されている 。防災、保位、 J史観の，'，必が記

述中に見られる。電柱の移転の記述はあるが無屯柱街絡をめざしたのかを雪かは

わからない。

②盟11路市

広路(釧路では大路(幅員 55 m ) と言 う分類になっている)で市街が 3分

割されている 。一等一類の街路も見られる 。一等三 類の街路上にロータリー交

差点、とおぼしきものが見える 。防災、保健、美観の言葉が記述中に見 られる 。

③函館市

広路で分割されている依子はわかる 。 しかし、戦災復興街路の伝大幅員は 8

聞にすぎず、広幅員の物は以前の大火による物と思われる。

④本別 IUT

一 等三 ~j の広路(幅員 22 m ) 2本でr!1街地を T型に分割している 。駅 rIrj広

場の盤備計画も同時に行なわれ (τ作業は寄付等により行なうこととし、ノ転、J，業

では行なわないとある)、 l本の広路が駅前広場に突当 っている 。

(2) ，'1森

①1!?森

広路 I号(幅員 50 m ) と 一 等 ー 煩の街路(幅員 36 m ) で卜文，.[~に分割さ
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れている 。駅前には一等三 類の街路(幅ft25m)が突当っており、この街路

の一部として駅前広場が整備されている。この街路(通称新Isr通り)は写真に

よると歩道幅員も広く、建築物の 1I階部分をアーケード形式で通過している部

分があるのも伺える。戸Ii半道路はありそう(堤川の東西河岸辺紘)だが、詳細

はわからない 。

(3) 岩手

①釜石市

航空写只からは街路で市街が卜文 ~f に分害IJ されている織子が作l える 。 写 良 か

ら河川 ・水絡を街路に取入れているのがわかる(30m  道路) 。

②宮占 lli

第 lの幹線は幅員 20mの物で l本のみである(市街の 2分刻化) 0 '号nよ

り河川 ・水路との 一 体設計がわかる。

③盛岡市

街路計画については、既に昭和 13年に決定されていたものを、戦災を則 lこ

駅前広場を併せて計画したものである 。駅と開運橋を結ぶ1>'1路を幅 1130mと

し、メインストリ トとして計画したことが何われる 。

④花巻11lr

駅前広場及び駅前通りの整備が兄られる。駅前通り(11. 2. 1) は歩道幅

員も広く、り っぱな並木のあることが写点より伺える。

(4) 宮城

①仙台市

JT来週り、東二 番丁通りで大きく卜文字に分吉IJされている 。 これに定仰寺通

り、広瀬通りを加えて市街が大分割されている 。青葉通りの端部には仙台駅が、

東二lff丁 jj)jりの端部には勾当台公園、県庁、市役所が位置している 。 いずれの

通りにも充分な街路樹が植栽されていることが写真よりわかる。定 Nrc!y辺りに

は、中央分離併上 lこ遊歩道が設置されている。
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②塩竃市

4 mから 10mの街路計酬にすぎず、公園広場等の計画はほとんど出来なか

ったとある。ただし 、写真から水路の整備にあたっては両側に狭いながらも街

路が整備されていることがわかる 。

(5) 福L3

①郡山市

大きな駅前広場があり、ロータ 1) ーがある(写真より) 。 駅前大通りも ~ I ' iffii 

されている 。地図によると大きな交主点広島¥ ( n. 3. 2と n. 1. 9の交J差

点)が計画されている。

②平市

駅前大通り(幅員 30m) とそれに直交する街路(幅員 2 4 m) で市街が卜

文字に分割されている。写真によると駅前大通りには中央分離帯植法がなされ

ており、どの街路との交差点かは l切らかでないが大規模なロ タリー交差点の

存在がわかる 。 また 、記述によると占川を取込み、緑道構造として 、総幅員 24

mのものが計画施工されている 。

(6) 東京都

①東京区部

級品ji1i路と現状街路の日1)で 、記述されており 、放射環状型の与え Jjがあった

ものと思われる 。 しかし 、 郡司j~I' iffii図をみる 11f)り、その形態は明確でなく、交

通処思上の以射I液状型であ ったと 4・えられる 。 詳細については、点以では区画

整Iillの地域が小さく、また完成していない街路が多いため明確ではない 。

②八王子

当初、幅員 50 mの広路が 3本計画され 、又交差点広場も計四iされていたが、

広路の幅員は計画変更によ って 3 0-36m となり 、交差点広場も消滅した 。

駅前広場と駅からの放射街路に特徴がある 。将来の交通 、防災 、保健 、兵種目と

iIう記述がJi.られる。
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(1) 神奈川

①横浜市

防浜市では戦災復興計画がたてられたものの、その後昭和 25年に防浜国際

港都建設法により前記計画を発底的に解消し欽射環状型の街路網 ~i 阿が立て ら

れたとあるため 、 ここではとりあえず記述を省略する 。

②川崎市

平面図からは市街地分割の隊 fこはわかるが十文字型とは 言 い難¥¥ 0 駅 Ijij広場

及び駅前巡り(中央大通り)がある 。駅前を線路と平行に点 っている街路上に

は路面屯卓が存在している 。

③平塚市

ここでも平面図からは市街地分割の悦 子はわかるが十文字型とは ιい難い 。

駅前広場と駅前大通り(1. 1. I幅日 36m、平塚で最も広い街路)があり、

緩i車唱線がある 。

④小田原市

特になし 。

(8) 下肢

①千必市

50mの広路 2本が特徴 。 内 l本は駅前j湿りであり 、 その両端に広場(駅側は

駅前広場)を持つ 。 また 、駅前通りの駅と反対側には公闘が{立配している 。

②銚子市

分富IJの僚子は見えるが十文字とは 苫い難い 。 ここでも駅前広場及び駅前通り

が整備されている 。 また、市役所前 j通りの名と写真があることか ら、端部 の γ

ンボル施設として市役所も与え られていたことがわかる 。

(9) 勾玉
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①熊谷r!i

市役所 iiliりと中仙道で市街が卜文字に分割されている。市役所通りの北端に

は市役所が位留しており、その反対 mrjの延長線上には淀川公園が位置している。

また水路を取込んだ星川通りがある。駅前広場について特に記述はないが 、駅

前jffiりはr!i役所 iiliり、中仙道、北大 jiJjり(中仙道のバイパスがjな存在)につく

街路である。

(10) 淡減

①水戸市

図から市街地 の分割の様子はわかるが必ずしも十文字型ではな¥， 0 街路内に

路面屯唱がある こ とが特 徴の一つである。ノド戸においても駅前広場は広路の端

部に位 ii1付 けられている。

②目立市

図から市街が駅前通り(1. 1. 1、幅員 36m) とそれと交差する街路

( [1. 2. 6と n. 2. 7幅員 30m)で卜文字に分割されていることが明ら

かである。写真を見ると 、駅前通り(1. 1. 1) には緩j車市総が存在してお

り、また駅前広場はロータリー形式で、その中心部分には噴水池と思われる物

がある。また排水路を取込んだ街路の写只も見られた。

③高萩市

旧国道 6号(1]. 2. 2) と駅 ljIjj湿り(11. 2. 1)で市街がほぼ卜文字:に

分割されている。駅前通りの幅員が段も Jよく (20-1 5m)、 これに付属し

て駅前広場が計画されている。駅前広場は、計画変更によって 、 18 0 0 rぜか

ら 19 20m'へとふやされている。駅前広場内には 、半径 6mのロータリーが

あり 、その中には 、照明灯 l法、水のみ湯 l箇所が整備された。

⑥多賀 l~r

多賀 11町においては昭和 14年 の 目 立 製 作 所 多 賀 工 場 の創業にともない工業都

市への発展を予測して昭和 15年に街路網 Hl国がなされている。本地区は(戦

災地区のことと思われる)当初 T作業に含まれなかったので 、戦災をJtI]に 1':'fi小

路 2本を-;A胞すると記述がある。
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⑤豊浦町

大路はわずかに I本にすぎず(幅員 15m)、後は l等小路(幅員 8m)の

みである。

(ll ) 栃木

①宇都宮市

l等大路で市街が分害IJされている 。緑も広い 街路は駅前通り(大通 り 1.2. 

l、幅員 30m)であり、中央分出世帯の作在が写真よりわかる。この駅前通り

に併せて駅前広場も整備されている。

②l.ffi iB rli 

空中写真より市街の分苦IJの線子がわかる。また、市街からやや離れている鹿

沼駅の駅前通りの整備が図より伺える。この駅前通りには中央分離 tjlがあった

ことが!日述の空中写真ーからわかる。

(12) 昨馬

①rjij t!i市

駅前通りが l番広い 街 路 (1. 1. 1、幅W36m)であり、これに併せて

駅前広場が整備されている。また公園事業として広瀬川沿いに 8-15mの総道が

両日¥IJに整備されている。

②高崎市

高崎の街路網計画は昭和 I Iまl'に決定されており、戦災を契機としてこの事

業を行なうとある。復興都市計同l図を見ると、駅前 jjjjりとそれに直交する幅員

の段も広い 2本の街路が卜文字に交差し 、市街を分割している織子がわかる。

駅前通りにあわせて駅前広場が ~I 岡されているようである。

③伊勢崎市

戦災復興事業が行われなかった。

289 



(13) 新潟

①長岡市

駅前通り(1. 3. 1、幅員 36m)と、 1. 3. 2、 1. 3. 4で市街が

卜文字に分割されている。駅前jjjjりは、 IIIiid5の交差点より l本凶側の交J差点が

クランク形状のように見える(ここで幅員も変っている)。写真を.l~ると非常

に立派な駅前広場が整備されており、駅前通りも緩述車線を持ったメインスト

リートとなっている。駅前広場はロータリー的な 構 造 とな っており 、そ の中央

には公園(中央に噴水らしき物が見える)が整備されている。

(10 山梨

①甲府 rlJ

駅前通り(1. 1. 1、幅員 30m) と 1. 3. 3で T字型に rlJitjが分割さ

れている。駅前通りの起点(駅前)、終点(1. 3. 3との交i差点〕には広場

が ~I 阿されている。駅前広場は変形のロータリ 構造であ りなかなか立派なも

のであるが 、駅前通 りが駅舎にまっすぐっきあったている訳ではない

(15) 愛知

①名占屋市

久屋 大 通 り と 若 宮大通り(¥、ずれも幅員 100m) 、及 び新婦川(両制IJの街路を

含む)で 、市街が十文字に分割されている 。久屋大通りの北端には県庁と dJ役

所が、 l有端には公園が 位位している 。また 、掘川 、新婦川の両岸には街路が整

備されている。久屋大通りは中央分離帯が公図的に繋備されたものである。

②鐙焔 rn

駅iiiijillり(広路 l号 、幅員 50 m) と 1. 1. 1で T型に市街が分割されて

いる。かなずしも 十文字型ではない 。駅前通りの駅側には併せて駅前広場が整

備されている。駅前広場は計阿当初 3000即出会ったのが後に 5700坪に

変更されている。うち 、釈舎よりの 33 0 0坪が国鉄負担 、残りの 24 0 0 !-1' 

は 土地区画整理で造成された。また公園(松栄公園)が街 路 に 近 践 し て 佐 伯 さ
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れている 。

③岡崎市

旧東海道を中心とする商業地と 、国鉄岡崎駅F付近が分離しているため、駅前

が必ずしもメインストリートとはな っていない 。康生駅附近は終備されている

が詳細に ついては不明 。

@一宮 rli

駅前広場及び駅前通り (1. 1. 1、幅員 36m ) は他 の都市 と同織に整備

されて い るが、全体の街路網は1);1状型に配位されていることが伺え る。 公図緑

地に ついてもその後変更があったものの当初は環状に配置されたと き う記述が

ある 。 また、千歳通りにおいて一宮.JHlIi用水が移設されており、水路と の一 体

設計が伺える 。 (現地調査によると、駅前通り上に戦災復興H寺に聖書 friliされたロ

ータリーが昭和 61年現在も残 っている)

(16) 的岡

①抑岡市

空中 写真より 、市街がJ}盤向上に分割されている乙とが伺える 。当 初は広路

5本(幅員 50 m ) が計 iilliされたが計画変更により続i少されている 。 やや幅員

は狭いが(22m) 県庁前通 り(県庁が焦点、の位置にある)が 9整備されている。

駅前広場も整 uisされており、そこから幅員の広い街路が 3本発している 。

②浜般市

広幅員街路(幅員 36m ) によ って市街地が分割されているが卜文字とはい

えない 。駅前広場も整備されていると思われるが詳細は不明。非常にすみ切り

の大きい交J差点(1. 1. 2) の写nがある 。

③清水市

駅前広場及び駅前通りが整備されているようである(ただし街路計画 のぷと

復興郎市計画図の間に不登合がある) 。写nによれば駅前広上誌には小規模のロ

ータリーがありそこから街路が l本山側に延びていることが伺える 。 また 1

3. 4の街路の起点部分に交差点広湯が強 uiliされたようである 。

⑥沼津市
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沼津停 '11場沼涼港線(1. 3. 1)、 旧 東 海 道 線 (1. 3. 2、 1. 3. 6) 

、沼rl1金問線 (1. 3. 3) の 3線をm幹とした計画であり 、 これらにより市

街がほぼ卜文字に分割されている。 1. 3. 1に併せて駅前広場も務備されて

いる。この駅前広場も 後 の計同変:Il!:でその面積が増大 している。

(17) 岐阜

①岐阜市

市街地はかなり明確な碁線 n上に分割されている。駅前広場の{也 、駅前jj]jり

と他の街路との交差点(1. 3. 3、 1. 2. 1) Iこ交差点広場が設ける計画

であったがその後の計画変更によって消滅した物と思われる。街路樹について

「殺風呆な焼け跡に緑 を植 えることによって人人の心を和らげたいと 11[1fl1 2 3 

年春若宮大通りに 「しだれ柳 」を、 MI日IIIT通りに 「アカ y ヤ」 を植えた 」 と言

う記述がある。

②大垣市

駅前通り(1. 2. 1) が中心の計画である。駅前広場が同日与に計画されて

いる。駅前通りには値栽された中央分離帯があり 、歩道は狸由はわからないが

アーケードとなっている。これは当初幅員 50 mの広路が計画変更によって縮

少された物である。また 、 この駅前通り上にはロータリ ー 交差点が ~t. iilii されて

いたが、 w物の移転の困難から通常交J差点に変更された。

(18 ) 三丑

①律市

津駅から阿漕釈に至る広路 l号線(越本的 lこ幅員 5 0 m ) を中心とした ~IÎ函

である。いずれの駅前にも駅前広助が整備されたようである。広路 l号線は広

幅員の歩道を持つ単断面型の横断面構成であったろうことが写兵より読取るこ

とが出来る。

②四日市市

広路 I号線(幅員 70 m ) と 1. 3. 1 (交差部の幅員は 50 m ) で dJ街が
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ト文字型に分富IJされている 。 その 2つの 街路の交差点はロータリー形式 とな っ

てお りその中心にはなにかモニュメント ら しきものがみえる 。!よ路 l号線は内

日市駅から諏訪駅 lこ至る街路であり両方の駅前には広場が樫 umされた 。 また広

路 l号線は緩i車車線を持つとともに広幅員の中央分雌+14を持ちその [1.1央分離，J17

には遊歩i草らしきものがみえる 。

③桑名市

駅前通 り(n. 1. 1、幅只 20m) と国道 l号線 (1. 2. 1、幅員 30 

m)で十文字に分割されている 。駅前広場については特に記述はな¥¥ 0 1司道 l

号線の横断面椛成は 、 「中央部急行事i草分は 8メートノレ 、 その両側に各 2メー

トルの他樹帯それより各 4 メートノレの緩 i卓 ~l 追及び各 5 メートル の 歩道 」 で あ

る。

④ rJl~市(宇治山田市)

伊勢 I↑7では、昭和 1 1年に風致地区、昭和]I 4年に美観地区の指定が行なわ

れている 。戦災復興計画は 、戦時 '1"の担1I部計画及び戦時中の強制疎開によ って

開設された街路を取入れて立案された物である 。市街地は 1. 1. I (外宮容

道)、 1. 1. 2 (新国道 ) によ って T字:型に分割されている 。 その他、内

宮参道、両宮連絡道路、御幸道路な との 広幅員道路が存在する 。外宮参i笹の両

端、外宮参道と新国道との交差点に広場が配Efされている 。

(19) Y.iLLI 

①宮山市

駅前通り(1. 1. 1、幅 t136m) とその他数本の広幅員街路(隔日 27 

-30m)で碁盤日状に市街が分割されている 。駅前広場は駅前通 りと併せて

計画されており駅前広場から 3本の街路(幅員 36、 30、 27m)が放射状

に発している 。駅前広場にはロータリーが設けられており 、その中-!k[.}jを路面

屯唱の軌道が繊切っている 。

(20 ) 大阪
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①大阪市

広路が 5 本計画されている(広路 l 号、~港深江線 、幅員 8 0 m、広路 2号、

泉尾今盟線、幅員 5 0 m、広路 3 号、尼崎堺線 、幅員 5 0 m、広路 4号、御堂

筋線、幅只 4 4 m 、広路 5号、大阪駅前線 、幅 員 6 0 m )。その他 、 5 0 m街

路が l本、 4 3 m街路 が 1本、 4 0 m街路が 1 2本計画されている 。

②堺市

図面からは十文字型の市街地の分割が読取れる(1. 3. 7、当該区 IfJJの幅

口36m、 U. 2. 2、当該区間lの幅員 4 1 m )。並松浜寺南 IH[線は街路内に

軌道(おそらく南海電鉄)を取込んだ桃造となっている。また、大浜占市*f~は

中央分離倍 、伽l道をも った構造となっている。

③布施市

駅前広場は整備されたようであるがその他については不 明。

(21) 兵庫

①神戸市

広路 2号(浜手幹線、幅員 50 m) 、広路 3号(中央幹線幅員 50 m) 、 1. 

1. 1 (山手幹線幅員 36m) の 2本の広幅員街路によって 3分割されていた

物と窓われる。また 、こ れらの街路と他の主~街路との交差点には広場が設け

られた場合がおおいようである(詳述は避ける)ロ 神 戸駅や須島幸駅の駅前広島1

もこの 11寺に整備されたのであるが問織に三宮駅前広場も交通烏を持った Jf;で慾

備されている(写真)。

②西宮市

広路 l号(浜手幹線 、幅 員 50 m ) 、lよ路 2号(競馬場線、幅良 50 m) が

存夜するが、広路 2号が復興都市計画図上で見当らずその位置が確認できなか

った。浜手幹線は緩速車線を持 った 広幅員街路であり、 1. 3. 3 (札湯筋線)

との交差点、はロ タリ 形式である。また 、 IJ. 2. 1 3 (市役所前線)は幅

員 15mにすさないが植栽され歩道も広い街路であり 、写真も紹介されている

ことから 、市役所が γ ンポルとして扱われていたことが伺える。

③姫路 市
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姫路市の特徴は広路 l号(駅前幹線、幅員 50 m ) である。緩i車'11線をj.'fっ

た広幅員街路であるとともに、姫路城をヴィスタとして持っている 。急速4iiU

(戦災復興託;内の表現)と緩i!li'11 i旦との 1mの分離帯の幅員は 4mである。勿論、

駅前広場も整備されている。駅前広場には l噴水が整 備 されている。。

@明石市

復興部 rli~I ffiii図から 1. 2. I (駅前線、幅員 30m) と 1. 2. 2 (国道

線束、幅員 30m)で市街が十文字に分割されている線子がわかる。その他の

広幅員の街路としては 、日 1. I (観光線、幅f120m)があげられる。 I

2. 2とへ以降に走る街路であるが、!U1A線という名体が 興 味 深 ¥¥ 0 また公図

道路であるが、幅員 15mのものが明石川両岸に盤備されている。

⑤尼崎市

広路 l号(浜手幹線 、幅員 50 m)、 1. 2. 2 (伊丹線 、幅員 30m)で

1字に 、それに加えて 、 1. 3. 2 (山手幹線 、幅員 27m)、 1. 3. 3 

(杭瀬線、幅只 27m)、 1. 2. I (阪神国道線 、幅員 28m)でr!i街 が 大

分割されている。駅前広場は猿備されているが、上記の幹線街路と関係付けら

れている訳ではなく、その 構 造も広助内に悩殺部分はあるものの特記すべきも

のはないようである。

⑥芦屋市

航空写J'.!ーから広路 1号(浜手幹線、幅員 50 m) と芦屋川で市街が卜文字に

分;切されている。芦屋川の両側には ll. 3. 1 (芦屋川右岸線 、幅貝 12m)、

II. 3. I (芦屋川左岸線 、幅員 12m)の街路が配されている。

⑦御影llIT

広lIil2号(浜手幹線 、偏見 50 m)、 1. 3. 3 0 (阪神国道線、幅員 28 

m) 、 J. 3. J 6 (山手幹線 、幅員 27m) と東西の街路(阪神両邸心を結

』、もの)が主であり、南北 }j向は J. 3. J 7 (弓場線 、幅員 27m)がある

程度でi査は広幅只の街路は見当らなし、。駅前広場(阪神電鉄御影駅)は I!f)ffi御

影線の付属広場として計 jilijされた。

⑧魚崎町

復興郡市図がないため詳細はわからないが 、芦屋と同織浜手幹線(広路 2 号、

幅員 50 m) と住吉川(両岸に幅員 15m の街路が計闘されている)で市街地
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が十文字に分割されているものと思われる 。

⑨鳴尾町

西宮市の臨港部である。広路 I号(浜手幹線、幅員 5 0 m) と広路 2号(競

馬f品線、幅只 50 m) が中心であるようであるが、競馬場線の{立[泣が確認でき

なか った。 この競馬場料iは美観道路とよばれている 。

⑪本山村

特になし 。

⑪住吉村

特になし 。

⑫本庄村

特になし 。

(22) 和歌山

①和歌山市

広路 l号(束手口歌山駅と和歌山公図を結ぶ通 り、幅員 50 m ) と 1. 1. I 

(相歌山市釈と和歌浦港を結ぶ通 り、幅員 36m) で T字型に市街が分割され

ている 。 この 2本以外の幅員 30mの街路を加えると碁盤白状に分割されてい

る。広路 l号は軌道敷、高速車道、紅i樹帯、緩速車道に分離したという記述が

見られる 。 また、繁華街を通過する 1. 2. Iはその部分に植樹，mを設けるこ

とが記述されており 、その煙山として交通分自HE干i?と美観ということが明記され

ている 。 また、東和歌山駅、府]歌山市駅の両方に駅前広場が箆備されており、

とくに和歌山市駅前では 、広路の突当り(焦点)に 7 イランドが設けられてい

る。また広路 I号と 1. 1. 1の交i差点には和歌山公園(面積 20.45h a)

があ る。

②南海市

街路によ って碁旋回状に市街が分富IJされている 。駅前には駅前広場の計画が

見ら れるが、駅に直角に突当る街路は計 l固されていない 。

③回辺市

戦災復興事業が行われなか った。
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@新宮市

4本の戦災復興街路(幅員l量大のもので 18m ) によって 、jド桁状に rlJ街地

が分割されている。それ以外の特徴は定かではない 。

⑤勝IlIiHlr 

擢災地区は街路によって十文字に分割されている傾向が伺える 。駅前広場の

計画も見られるが 、 これは 、街路端部の広助と言う形の事業ではないようであ

る。駅前大通りはあるが、鉄道路線とは約 30度傾斜して交差 してお りその正

面性に ついての配慮についてはわか らなl.-¥ 0 役場前大通 りの写其もあ り、端部

のゾンポル施設として 、駅と役場があ ったことがわかる 。

(23) 福 )1

①筒)!:r!i

復興街路で市街 地が碁盤回状に分割されている。広路 I号(駅前大通り 、幅

員44 m) と 1. 1. 1、 2、 3 (幅員 36m ) に着目すれば 、十文字型に分

割されているとも言える 。広路 l琴線は駅前大通りであり 、駅前広場もあるが、

他の例と同織に 、駅が駅前大通りに直角にはな っていない 。 1. 1. 2は路面

電車を取込んだ街路であり 、緩i車車線はないが、広幅員の歩道をも っ断面とな

っている 。 また 、福対県庁前通り(位置は確認できなか った)は掘割にそ った

街路で 、街路樹を持ち 、比較 的婦と 一 体感のあるテ ザイ ンとな っている 。

②敦賀市

駅前広場はロータリー的な 椛造とな っており 、そこから駅前大通りがのびて

いる。駅前大通り(幅員 36m ) は中央分離得植栽を持つ 構造である 。 また 、

神楽通 り線は神社の鳥居(気比例i宮か)をビスタに望む配置とな っている 。

(24) 広島

①広llJFI行

太白川と I0 0 m街路 で市街が大きく分害IJされている 。広臼での特徴は何と

言っ ても I0 0 m街路であろう 。 平和大通りは 、札幌の大通り公園 、名占尾の
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1 0 0 m街路と同棟、中央に広大な緑地を持つ椛造となっている 。

②呉市

航空写兵によると呉市街(呉市施工区域)が 4本の街路によって分測されて

いる唱がわかるロ呉復興者Ilr[JHiilli図によると呉の市街地は大きく 2ヵ所に別れ

ており、!Ìij 述の傾向は西の部分のことである。駅前広場も同 H守に ~I・阿されてい

るが詳細はわからない。その面積は 11.支見直しで縮少されているが、再検討に

よって再び増加されている。

③福山市

航空写只から市街が駅前大通りと閑iilによって十文字に分割lされている悌子

が明らかである。駅前大通り(1. 1. 1、幅員 36m) の駅から同道までの

幅員は 55 mであり 、緩i車車線を持ち 4列植栽のりっぱな街路であった。国道

( 1. 1. 2、幅員 36m)であり緩I![jL主総を持つ 構造である。周辺と駅前大

通りの交庄市、は広大なロータリー交正J7J.となっている。駅前広場も非常に大き

な物で (1294 0m') 、駅からはなれた部分(駅前大通りに近い部分)には

ロータリー形式の交通局が存在している 。福山では駅前大通りは駅に l直角に突

'っており、駅舎がビスタになっているかどうかはわからないが、端部のシン

ポル施設として位置付けられていた事拝はたしかであろう。

(25) 岡山

①岡山r[i

広路 l号(幅員 50 m)、 1. 1. 1 (幅員 36m)、 1. 1. 2 (幅員 3

6 m)、 1. 1. 3 (幅員 36m) によって市街が大分割されている。広路 l

号と 1. 1 2の交差点 、 1. 1. 3と 1. 1. 1、 1. 1. 2の交i差点及び

1. 1. 1と U. 1. 1の交差点、はロータリー交差点、となっているようである。

広路 l号は駅前大通り(駅前減下線)であり緩速車道をもっ構造となっており、

駅前広場が同時に計画されている。岡山の街路上にはかなり頻繁に路面沼市を

見受ける、j;が出来る。また、水路際に橋詰広場や遊歩道が整備されている綴子

も写真から見受けられる(おそらく凶川料道の前身と思われる)。その街路沿

いには彫像がたてられている。
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(26) IJJ口

①下院l市

復興都市図が悪く詳細はわからな L汁 di役所前iiliりはある。路面'，11'11の存α

も写真からわかる。また 、駅前通り(1. 1. 1、幅員 36m) は街路計 l面決

定のぶよりその存在がわかり 、駅前広場も同時に計画されたようである 。記述

によると、回中川という川が新設街路と 一体に笠備されたようである 。

②宇部市

1. J. 1 (元広路 l号、幅員 50m-36m) と [1. 2. 6 (rlJ街地部の

幅員 36m)で市街地がほぼ十文字に分割されている。その交点の交差点は広

大なロータリー 構造となっており、その中央の交通，t;h上には池と紅l裁が見られ

る。他だし 、人 が入れるようには思われない。 1. 1. Iの起点、は駅であり、

駅前広場も同時に計画されている 。

③徳山市

1. 1. 1 (国道 2号線、幅員 36m) と 1. 1. 2 (駅前大通り、駅前部

分の幅員 50 m) でほぼ市街地が卜文字に分割されている。駅前には駅前広場

が盤備されており変形のロータリー構造となっている。ロータリーの中央には

公図的な交通 L~ があり 、 その中には池が配置されており、人が休想できるよう

な施設も配されている。

@岩国市

駅前通りは駅に対して直角ではないが比較的広幅員のものがある。駅前広場

はロータリー交差点を併せ持った 柿造となっている。駅前通りは街路照明もな

されており、わざわざ夜景の写真が伺械されている。

(27) 鳥取

①境町

1. 3. J (樋ノ上川線、幅只 22m) と [1. 2. 2 (境停 ιli.場線、市街地

部の幅員 20m) でほぼ十文字に分割されている 。 1. 3. 1 (倒/上川線、



幅員 22m) は水路を取込んだ椛造となっている 。樋/川水路(樋/上川線に

取込まれている水路)の幅貝は 4mである 。

(28) 香川

①高松市

J. J. 1 (高松港栗林線、駅前通 り、幅員 36m) と J. 2. 2 (幅員 3

o m)、 J. 3. 3 (幅員 30-22m)で rn街が十文字に分割されている。

高訟港栗 林線 (駅前通り)は中央分離引を持つ 3列植栽の街路である。広場と

しては国鉄高総筏様駅前広場と私鉄琴m瓦町駅前広湯の 2箇月rrであり、いづれ

も都市計画街路の付属広場として計画決定された。

(29) t~ i心i

①徳Li市

広路 l号(新町橋通線、幅員 50 m)、 J. 2. 1 (市街地部の幅員 33m)

J. 2. 2 (幅員 30m)、 J. 2. 5 (幅員 30m)、 J. 3. 2 (市街

地部の幅只 33m)で市街が大分割されている。また 、徳口駅前は広路 l号、

佐古駅前は J. 2. 3 (幅f!30m)、成本駅前は 1. 2. 4 (幅員 30m)

と広幅員の街路が駅前に配置され駅前広場も併せて計画されている 。 {，~~ I(S~ 駅前

広場はロータリー的な構造となっており、その中央 l誌には南洋風の制裁がなさ

れている。広路 I号は広大な中央分離什:: (~与工l から見ると J 5-20 m はあり

そうである)を持つ構造となっている(丸新附近)。また、新 11Ir橋は 2僑 が 併

設された形となっている。また写真によると)I[岸に公園道路が緑地として瞥備

されているのがわかる。

(30 ) 愛媛

①船山市

松山城を中心に主主磯目上の街路配世となっている。総山の特徴の 一 つは中央
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循環線(1. 2. 1、幅員 30m) である。県庁前を起終点とし、必山城をめ

〈る環状線となっている。子IJ状虻i栽を持つ中央分離帯とやや広い歩道をJFつ横

断面構成となっている。 1. 1. 1 (花園町線、幅 1=l4om、おそらく松山 rl1

駅前通りと慰われる)は緩i車市 jffを持つ構成となっている。 1. 1. 2が国鉄

松山駅前通りであり、駅前広場はロータリー炎差点を持つ構造となっている。

②字和lib市

1. 1. 3 (幅員 25m) 、 U. 1. 1 (幅員 20m) 、 U. 1. 2 (偏見

20m) 、 日 1. 3 (幅員 20m) 、 11. 2. 1 (駅前通り、駅前部の幅員

36m) で城山を中心に市街が大分割されている。 ll. 2. 1 (駅前通り、駅

前部の幅員 36m) は広い中央分離仰を持つ術造となっており、駅前広島jをot-
せ持っている。ただし!IRはこの通りのビスタとはなっていない。

③今治市

1. 1. 1 (広小路線 、駅前大通り、幅員 4 6 m ) は途中でクランク形状に

屈曲した jf;~犬を持つ。その部分は公園及びロ タリ 形式の交i差点、となってい

る。また、起点にはロータリー交差点、を併設した駅前広場を持ち、終点には港

務所前広場を持っている。

(31) 高知

①高知市

1. 1. 1 (高知駅高知港線、幅員 36m) と 1. 1. 2 (幅員 36m) で

市街が卜文字に分割されている。両 }jとも路面可申Iを含む防造となっているも

のと思われる。高知城から県庁前に至る路線(おそらく 1. 3. 3、幅員 27 

m)は緩i卓'11線を持つ構造とな っているが 、高知城が必ずしもビスタとはなっ

ていないものと思われる。 1. 1. 1 に併せて駅前広場の整備が行なわれてい

る。

(32) 福岡

①福岡市
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広路 l号(博多駅築港線 、幅員 50 m) と広路 2号(渡辺i車線 、幅員 50 m) 

と1. 1. 1 (博多蛭浜線 、幅員 50~36m ) で市街が大分割されている。

また写真によると公園道路が川岸に整備されているのがわかる 。

②門司市

復興街路計画の主たるものとして挙げられているのは、同道 2 号線の拡幅と

国道 40号線の新設である。それぞれ 1. 2. 1 (門司巾央線、幅員 30m)、

1. 3. I (門司折尾線、幅員 25m) であると思われるが、詳細はわからな

い。

③八幡市

八幡における戦災復興計画の中心は、筆者の見る限りでは、関門トンネノレの

開通による本州、|と九州の連結を主とする他の都市との連結であるように見える。

八幡で注目すべきは駅前通りであろう。駅前通りは広路 l号(新八幡駅前線 、

幅員駅前部分のみ 50 m ) として計画されている。八幡駅前では駅前通りと l目

3. 1 (門司折尾線、門司から貫通、復興通りと称す、幅員 25m ) とが交差

しており 、勿論駅前広場も併せて計画されていた。また、駅前通りと 1. 3 

4 (城山東線 、幅員 22m) との交差点(この交差点までで広路 1号の幅員 5

o m区間は終り 、以遠は幅員 15m) は何等かの砕を持つ交通島を備えたロー

タリ 交差点となっている。駅前通りは 15m程度の中央分離帯を持つ 371J植

栽の横断面構成となっている。

④大牟田市

1. 2. 1 (駅裏線 、幅員 3 0m) 、 U. 1. 7 (大正町黒崎線、幅員 3 0 

m)、 U. 1. 8 (駅前線 、市街地部の幅員 4 0 m ) 、 1. 3. 2 (有明町線、

市街地部の幅員 4 0 m) 、 1. 3. 3 (大正 11町三里線、幅員 3 0m) 、 1. 3 

4 (上町西浜田町線 、 幅員 3 0~35m ) 、 fl. 1. 1 (大牟回渡瀬線、市街

地部の幅員 40 m、緩速車道を持つ椛造)で 2つの十文字で市街地が分割され

ている 1杉になっている。

⑤久留米市

1. 1. 1 (久留米駅東町線、幅員 36m) 、 1. 3. 1 (久留米駅南久留

米駅線、市街地部の幅員 3 0m) 、 1. 3. 2 (東櫛原 IIIT本町線、市街地部の

幅員 36m) で市街地が大分割されている。 1. 3. 1を除いて考えれば、段



も幅員の広い広幅員街路で市街地が卜文字に分割されていると 3う'1，もできる。

駅前広場は 1. 1. 1に付属する広場として計阿されているが、線形的に Jえ

ば 1. 3. 1が駅前通りと言えよう 。

⑥.G松市

1. 1. 1 (外町白山町線 、幅員 4 0 m) 、 1. 2. 1 (IIJ川 j車線、 rli街地

部の幅員 30m) で市街地が十文字:に分割されている。

(33) 長崎

①長崎市

1. 1. 1 (長崎駅前梅ケ崎線、幅lj36m)、 1. 1. 2 (長崎駅前近の

尾線、幅，"136 m)、 1. 2. 1、 1. 3. 1、 1. 3. 3で市街地が大分;切

されている。ただし 、復興都市図と街路計画決定の表の聞に不鐙合があるよう

で、健かな事はわからない 。

②佐世保市

1. 1. 1 (相浦臨港線、幅員 36m) と 1. 1. 2 (佐世保縦貫線、幅員

36m、緩i車車道をもっ権i誌の織である)で市街が T字型 lこ分 ;;;IJされている。

駅前広湯も地下道と併せて計画されている。

(34) 熊本

①熊本市

1. 1. 1 (新市街水前寺線、幅員 36m)、 1. 2. I (熊本駅磯崎宮線、

幅員 30m、但し 、駅に近い部分は 36m)、 1. 2. 2 (場展 IItf南熊本駅線、

幅員 30m)で市街が大分別されている。駅前広場は駅前通り(1. 3. 3、

幅員 22m)の付属広場として計闘されている。

②荒尾市

海岸線を走る 1. 3. 2 (海岸辺り線 、幅員 22m) の街路が最も広幅員の

街路である 。駅前広場も復興都市計画図上には見えるが、特に街路との隙l.cl!は

見られない。
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③水俣町

1. 3. 1 (水俣駅前線、幅員 22m)、 1I. 2. I (水俣駅水伐沿線 、幅

員 15m)、 Il. 2. 2 (水俣駅水俣橋線、幅員 15m)でrlJ街が T字砲に分

割されている。駅前広場については戦前に計画決定されていたものを戦災復興

事業として物件の移転等を行ない造成された。

@字土田I

復興街路は 日. 3. I (幅員 I5 - 11m) I本である 。駅前から延び 、屈

曲しながら市街地を 2分している 。

(35) 大分

①大分 rlJ

1. 1. I (大分駅新川線、幅員 36m) と 1. 1. 2 (県庁前線、 111街地

部の幅員 36m)で市街が大きく十文字に分担lされている。またそれ以外の街

路によって碁盤目上に分割されている。駅と約 30度ほど傾いてはいるが、 1 

1. Iは駅前広場を併せ持つ駅前湿りである 。 また、 1. 1. Iは街路内に路

面屯Iljを含む楠造となっている 。

(36) 宮崎

①宮崎市

1. 1. 1 (橘通線、幅只 36m) と 1. 3. 1 (高千舷通線、市街地部の

幅員 40-25m)で市街が十文字に分割されている。高干犯!通線は駅前 j湿り

であり、駅前広場も盤備されている。この 2本の街路の交差点はロータリー形

式となっている。ロータリーの交通品上には南図的な樹木(冊子か?)が i本

だけあたかもビスタアイスト y プのごとくに植樹されている。 2本の街路とも

緩i車辛料lを持つ締造となっている。

②延岡市

1. 2. 1 (国道 3号線、幅員 30m) と 1. 3. 1 (中 11IJjj))線、幅良 25 

m)で市街が十文字 に分割されている 。 この 2本の広幅只街路の交差点、はロー
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'J 1)_ 構造の械に図からは読取れる 。 1. l. I (駅前通 り、ただし郡市計嗣

街路 の表にはのっていない)は駅前からわずか 20 0 m程度であるがかな り幅

貝の広い街路のように復興 dllr!， i.1画区|からはみえる。

③都tlt市

1. 2. l (旭通線、都城西駅の駅前通り、幅員 30m)、 1. 3. I (中

町通線、郡城駅の駅前通り、幅貝 25m) 、 ll. 2. 2 (厳原通線、幅 l~ 2 5 

m)で市街がほぼ十文字に分割されている 。 この 3本の街路の交点、はロータリ

ー交差点となっている 。 またそれぞれの駅前通りに付属して、駅 liiI広助が計画

されており、西部城駅前はロータリー形状の駅前広場となっている 。

④高鍋市

JI. 2. 1 (蚊口高月線 、駅前通り、幅1:'t20-15m)、 Il. 3. I (下永

~蚊口線、幅員 1 5 - 8 m ) 、蚊口 j単線で市街が十文字に分 ;~IJ されている 。 ま

た、高鍋駅前には別途駅前広場が1，1iiliiされている。

⑤日 l宇I市(油a町)

広幅員街路は幅員 20mの物がわずかに 2本(U. 1. l、 11. 2. 1)で

あるが、復興都市計画図が不明l僚なため詳細はわからない 。

⑥日向市(富島町)

11m-20mの復興街路でr!l街が基盤口上に分割lされている 。肢も広い街

路は 11. 1. l (中央通線、宮高駅前通り、幅員 20m)である 。

(37) 鹿児jJ

①鹿児仏市

特に十文字に市街が分割されているということはない。鹿児[~ r!Jの特徴は 3

本の広路と西鹿児島駅前広場に端を発する放射状の街路であると 言 えよう 。 広

路は照固有Ilt上前の広路 l号 、市庁舎前の広路 2号、新屋敷広湯(大面積の交差

点)から延びる広路 3 号である 。広路はいずれも幅員 5 0 m である 。 11.~路 2 号

は水路を中に持つ中央分離帯を備えた 371J他栽の横断面械成である 。 また、そ

れぞれの通りには械々な挺i栽が行なわれるとともに 、昭 和 30年には幹線街路

の完成にともない、街路名跡を 一般公 b'J:して決めている 。
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②川内市

1. 1. 1 (昭和i直線 、駅前通り、幅員 36m)、 1. 3. 1 (中央線 、幅

員25m) 、 1. 3. 2 (上駅前通線、幅員 25m)、 日 1. 1 (参宮線、

幅員 20m) で市街が大分割されている。駅前広場は区画整i盟でJl'jl也は獲得し

たものの都市計画として決定もされていないため市単独事業でfSitllなロータリ

ーを設位したにすぎないと言う記述があった。

③串木野市

街路計画変更の表には記述がないため、変更によって消滅したのかもしれな

いが、当初の計画の表および串木野都市計画図によると 、串木野市 の特徴は 、

坂元憾の橋詰広場 、駅前の駅前広場以外の街路の大交差点、 n. 2. 4上の大

ロータリ である。

④阿久栂 IIrr

11.)久恨の特徴は街路に付属する広場が多くとられていることである 。 11. 1 

1 (阿久線本通線 、幅員 20m) には駅前広場が 、日. 3. 1 (阿久以港本通

線、幅員 15m) には途中に約 70 0 rrI、終点の阿久板港沿に 9 700m'の広

場がとられている。駅前通りは 1. 1. 1 (駅前通線 、幅員 36m)であり、

復興都市図によると、緩速 E担線を持つ構造のようである。

⑤加治木町

1. 2. 1 (駅前大通線、幅員 20m) 、 日. 1. 1 (加治木大通線、幅員

20m)で T字型に市街が分割されている。 1. 2. 1は付属広場として駅前

広場を持っている。

⑥枕崎市

U. 1. 1 (浜町通線、幅員 20m) と 日. 1. 3 (新 H町通線、幅只 20m)

で市街地が十文字に分割されている 。駅前には n. 1. 2 (中央線、幅員 20 

m)が配置され ている 。駅前広場は n. 1. 1の付属広場として f整備され、 日

1. 1と n. 1. 3の交会点にも広場(ロ -7リー交差点)が設け られている。

⑦山川町

街路計画は決定されていない。山川 IIIT土地利用計画図を見ると市街が街路に

よって卜文字に分割されている線下がわかる。

⑧垂水 IIIT
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日 1. 1 (筏橋通線、幅員 20m) と ll. 2. 1 (佐多街路線、幅日 15 

m)で市街が T字型に分富IJされている o U. 1. 1 (桟橋通線 )の 起点には俊

縞広場が設けられている 。

⑨*市来町

戦災復興事業が行われなか った。

⑪西之表町

特になし 。

(38 )まとめ

以上の戦災復興都市 115都市の特徴を慨観してきた訳であるが、これ らの特

徴は以下の 6点、にまとめることができる 。

①卜文字 、 T字型の街路配置 、及び郎市の大分割

広幅員街路によって市街地を大分割している 。 とくに十文字型もしくは T字

型に広幅員街路を配置し 、市街地を大分割している例が多く見受け られる 。

②端部のシンボノレ施設

戦災復興街路計画標準にも 1;U要公共施設/配置計画ニ即応 γ テ広路マタハ

広湯ヲ設置シテ都市 /防災ナラピニ美観ニ資ス Jレコト 」 とあるが 、広幅員街路

の端部に駅や庁舎などの重要胞設すなわちシンボノレ施設が配置されている 。

③焦点の重視

戦災復興街路計画標準においても 「街路 /配置ニ当 y テハ 視観ヲ虫視 νili造

物、公図、 LLl荻等 ヲ 背景トス Jレ 夫在日 j道路ヲ配置スノレコト 」 とあり 、 1長 J 町、の ill~

1生がうたわれている 。前述の駅 、庁舎についてもすべてが焦点に位置tしている

択ではないが 、 その大部分が街路の突当りに位置しビスタを形成してかのよう

にみえる 。 また交差点については 、 ロータリ やクランク形状が頻繁に!日い ら

れており、この交差点も街路の伴、点を演出しているといえる 。 ロータリーやク

ランク形状の交差点以外については各郎市の特徴のところでいちいち記述して

い ないが、駅 、 庁舎などの公 ~t ili築物だけではなく 、神社、城、公園や緑地 、

ロータリ やクランク形状の交基点、海 、川など実に械々なものが焦点を形成

していることが分かる 。
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@河川 ・水路との一 体設計

広幅員街路内に河川 ・71<8告を取込み、広幅員街路と河川 ・用水とが同時に樫

備されている伊|が見受けられる 。実際には河川 ・用水と街路の同一 事業で樫備

した訳ではないが 、同ーの断面内で個別に公図引業 、河川 ・用水 '1，菜、街路市

業を行ない、あたかも 一 体のものであるかのような断面を作り出している例も

数多くある ロ同一事業であるかどうかは別として、街路と河川 ・水路を同 H寺に

考えて計画 ・設計していた訳であり、街路と河川 ・水路の 一体設計とい ってよ

かろう。

⑤歩行者空間の確保

広幅員街路の特徴の ー っとして歩道が広いという ことがあげられる 。ギfに緩

j車巾道をもっ横断面構成の場合 、歩道幅員の広さばかりでなく 、側ノ3分離待の

仔在によって 、緩速車道 を も歩行.(";空 間の一部と感じられると考えられる(緩

述車道は高速 の自 動車は走らず、 i0i立にmのある自動車問のものであることを

身えればうなずける)ため、より lよい歩行岳空間が確保されたともいえよう 。

また、遊歩道を街路内 lこ耳目込み、 一 体設計している例も見受けられる 。歩行者

空間を豊富に確保するという特徴があると言えよう。

⑥駅前広場の重視

ほとんどの都市で 、街路の付属広場という Jf;が多いが、駅前広場が技術され

ており、その内部も植栽がなされていたり、ロ ータリー形状にな っていたり、

質の品い整備がなされている伊!が見受けられる 。 また 、 その駅前広場にその都

市の中でも幅員の広い( 格 の高い)街路がとりついている場合が多 ~\ o t~~ 準に

駅広幼標準が設けられていることからもわかるように 、戦災復興計阿において

駅前広場が重視されていたことがうかがえる 。

長後に、それ ぞれの戦災復興都市に上XGの特徴のうちどれが表われたかを表

6. 3. lに示してこの項のまとめとする 。
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長6. 3. 1 戦災復興都市の街路計画の獄略の特徴

十 部 t出 t長 7)< 歩 駅
文T 市 部シ 占 &~ il i1ii 
{子{子 の十 のン の 者 広
型型佳i大文で ポ 蛮 河ー グニ巳ヒ 場

の路 分字lま Jレ 視 )11 体 間 の
配 害IJ型な 『面 と設 のli1'E 重
世 し、 設 の計 {皐 視

根室 。
調世主 。 。
亙盤 _Q_ 
本別 。 ♀ 。
官i森 。 。 工1 。。
釜石 。 。
宣古 。 。
盈盟 。 。
___li巻 ♀ 。。
Jllj企 。 。。 。。
塩3L 。
郡山 。。 。
五 。 工ユ ζ1 ♀ 
東京区部 -ー. ... 
八王圭 。 1コ
監iR
)11的 。i三 。
主A. ♀ ♀ 。。
小問原

王切 。 。。 。三三
鎧王 。。 。
1lli_釜 。 三三 2 」二i 。。
水戸 。_Q ζコ
目立 。 。。。。。
直正t 。 。。三♀ 。
，g1同

品並i
宇都宮 玉三 よ二L エミL 。
旺gil:l _Q よ二L 玉三
TID陥 。。 。
~:;自{.j 。 。 。
丘~μI
長阻 。 _Q 工0L-

。Q 
I}IJ{j 。 。 一__D_

五古原 。 。 _D 
立18 。 。 。
阻配'，)

....~ ♀ 。。 。
血血 。。 。
返』量 。
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ま6 3. 1のつつき

十 古官 t出 佳 水 歩 駅
文T 市 部 γ 占 路 iT 目'1
{子{子 の十 のン の 者 広
型型街 大文で ード 重 河 ー 空 場

の路 分字は ノレ 視 )11 {-!> [n の

配剖 型 な 』在 と設 の!i1t 重
也~ し、 設 の 5十 (早 t克

清水 。。 。
沼津 。 。 。
岐阜 。
大国 。 。。
持! 。 。。
四日市 。 。。 。。
桑名 。 ζコ
伊勢 。 。♀ 
富山 。。。 。
大阪

堺 。 。
布施

神戸 。 。 。。
西宮 。。 。
姫路 。。 。。
明石 。 ζ三
尼崎 。
芦屋 。 。
御影

魚崎 。
鳴尾

本山

住吉

本庄

和歌山 。 。。 Q _Q 
南海 _Q_ 
田辺

:i!i:?: 。
勝目Ii 。 。 1コ
同JI 。 。 -Q よ三 ♀ 
耳Hl 一♀ ♀ 

土|主広 _，I~i 。
7げそ1 。
筒l幻 。 。。 ζミ ♀ 
岡山 。Q 王ミ 。。。
:F1'Jl 。 。 。
三部 。 。。 よ三
徳山 。 。。 ζ1 ♀ 
岩国 工ユ 王立 。
境 。 。
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ま6 3. 1のつつき

十 都 』品 熊 ァド 歩 駅

文 T 市 古!¥ y 占 E告 i丁- 前
{子{子 の十 のン の 者 広

型型街 大文で ，j; 重 i可 一 空 tLi 
の路 分字は Jレ 視 Jll (.本 間 の

配 割型な 施 と 設 のU1t 主

置 し、 設 の 百十 {果 視

高松 。 。 。エミ ♀ 
徳島 。。。 。
松山 。。。 。Q 
字和r，i ζユ
今治 。 ♀ 玉三 ♀ 
高知 。 。 。。
福岡 。 。
門司

八幡 」コ iユ ♀ 
大牟田 。
久留米 。 。 。
若松 。
長崎 。
佐世保 。 ζユ
熊本 三二1 。
荒尾

水俣 。 。 旦
宇土 。。 ♀ 
大分 。 Q 。
宣的 。 エユ 。 。。
延岡 。 。 。
郎 b~ 。 。。 ♀ 
高鍋 。 。 ぷ2.
日南

日向 _Q 玉三
鹿児r:i 。。。 三二1
川内 。。
司3木町 。。 五ユ
Ji'J久m 。♀ ____{，し トQ一
加益基 。 ♀ 
枕的 。 。。 _Q_ 
11JJII 

一♀o
垂水 。
東市IIと . 

-ー. 

. 
西之表

」
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